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Ⅰ はじめに1)―出席者自己紹介 

 

川上：本日の座談会は，元裁判官で本学の教授をなさっています中川先生，現

役の東京地方裁判所の代理裁判長をされています下津先生，元検察官の立場で

太田先生，現役の弁護士をされております清水先生にご参加いただきました。

それから，スペシャルゲストとして大阪地方裁判所の裁判員部で裁判長をされ

ています河原判事にお越しいただくとともに，同じ部で陪席裁判官をされてい

ます伊藤裁判官にもご参加いただきました。はじめに本日ご参加いただく先生

方から裁判員裁判との関わりを踏まえて自己紹介をお願いいたします。 

中川：司法制度改革審議会の審議が始まったころに，私は裁判所におり，家裁，

地裁の所長をしていました。ちょうど長官所長会議等でも司法制度改革審議に

並行して裁判所部内での協議がされており，2 年ほどやった記憶があります。私

個人としては基本的に国民の司法参加，刑事司法参加については昔から賛成と

いう気持ちを持っていました。これは大げさになりますが，裁判の権威がどこ

からくるかということになると思います。戦前は天皇の名において裁判をして

いました2)。しかし，戦後はそれがドイツのように判決書において「国民の名に

おいて」裁判するということは明確に言っていないものの，最終的な裁判の権

威は裁判官の個人的なものによるのではなく，国民に由来することになります。

そういうところに遡れば，国民の司法参加は必然のことだと思います。長官所

長会議における協議では，まず，陪審が相当か，陪審が難しければ参審的なも

のか，そういう順序で議論がされたと思います。私個人としては，陪審は英米

法的なもので直ちには難しいであろう，ドイツ型の参

審が適当であるという気持ちでありました。ただ，そ

の際，裁判長が一件記録を事前に検討するような，ド

イツ型の職権主義型の手続にした方がやりやすいので

はないかという気持ちを持っていました。しかし，予

想した通り，これは受け入れないということになりま

した。その後，2001 年に東京高裁に来たわけですが，

                                                        
1)
 本座談会は，2013 年 2 月 23 日に行われた。 

2)
 大日本帝国憲法 57 条 1 項「司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ」。 
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関係者のご苦労があって現在のような法律ができたということです。高裁にい

る間には，公判前整理手続の規定が先行施行されました（2005 年 11 月 1 日）。私

がいる間に，公判前整理手続を経た事件が高裁に上がってきまして，その段階

で証拠が非常に厳選されている，あるいは厳選され過ぎて弊害があるのか，そ

ういうことを話題にしていました。裁判員裁判が 2009 年 5 月 21 日に施行され

ました，その年の 3 月に早稲田大学にお世話になることになりましたので，ち

ょうど裁判員裁判の施行と入れ違いに裁判官を退官したということになります。

その後は色々な形で後輩の皆さんのご活躍を拝見している状態です。 

下津：東京地裁の裁判官をしております下津です。併

せて平成22年4月から早稲田大学法科大学院で裁判官

派遣教員として学生のみなさんに刑事訴訟実務，刑事

訴訟法総合等の科目を教えている立場です。派遣教員

ということもあり，裁判員裁判との関与は残念ながら

今までのところ 7 件くらいしかありません。限られた

経験ではありますが，その中で考えたことを色々お話

しすることができればと思います。よろしくお願いします。 

太田：早稲田大学の太田でございます。私は長く検察

庁・法務省で勤務しましたが，裁判員制度とは浅から

ぬ縁がございます。若手検察官のころ在外研究でアメ

リカにしばらくいた頃に，4 か所の連邦地検で，捜査・

公判を勉強しました。陪審裁判もしばしば傍聴し，こ

の制度に対し，良い面と悪い面とを含めて自分なりの

思いを持っていました。司法制度改革審議会の審議の

間，法務省として審議に協力する窓口の司法法制課長を務めました。2 年間に及

ぶ審議を毎回傍聴するなどし，井上正仁先生を中心とした審議の過程やその後

の立法に至る経緯をつぶさに勉強させていただきました。制度施行前には長野

地検検事正のときに法曹三者が協力して本格的な模擬裁判を 6 回行いました。

その後，最高検察庁の総務部在籍当時は制度実施に向けた広報活動を行い，ま

た，検察部内での裁判員裁判における新たな立証の在り方等の検討や教育訓練

を総括する立場にありました。制度発足後，大阪高等検察庁の次席を務めてい

たときには，暇があれば地裁の裁判員裁判を傍聴し，若手検察官の公判活動に
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対してワンポイントレッスンなどに努めましたし，最後は京都地検に 1 年おり

ましたので，京都地裁の裁判員裁判でも部下を指導してきました。 

私が改革審に関与していたころは，プロの裁判官や検察官の間では，日本の

いわゆる精密司法の伝統が素人の参加による裁判員裁判でも守られるのかとい

う懸念など，どちらかといえば慎重な見方が支配的だったと思います。世論に

おいても，日本人はなかなか自分の意見を言わないとか，裁判員になれる人は

退職したなど暇な人が中心で忙しい人は出てこられないだろうとか，様々な懸

念や反対の声が強かったのです。しかし，制度が実際に発足してみると，やは

り日本人の底力といいますか，日本人は公共心をもって与えられた責務を本当

に真剣に果たすのだな，ということを如実に感じますし，平成 24 年に発表され

た最高裁判所の検証報告書3)にもそのことがよく現れています。裁判員裁判を傍

聴して感じることを一言でいえば，法廷の新鮮な緊張感です。以前の自白事件

の法廷では，検察官が，裁判官が読んでくれるという前提で書証を提出するい

わばセレモニーのような雰囲気もありました。しかし裁判員裁判では初めて裁

判に関与する裁判員が真剣に事件に向かい合う独特の緊張感と新鮮さがあり，

その期待に応えるためにプロの三者が襟を正されるという雰囲気さえ感じられ

ます。裁判員裁判では法廷が極めていきいきとしたものとなり，日本の刑事裁

判を一変させたようにも感じています。 

清水：清水でございます。私は現役の弁護士をしており，平成 24 年 4 月から早

稲田大学のロースクールの教員として刑事訴訟実務，刑事弁護実務等を教えて

います。私の裁判員裁判との関わりはあまり濃くはありません。ただ，裁判員

裁判の施行前に今太田先生がおっしゃった法曹三者で

行った模擬裁判において，東京で第 1 号の模擬裁判の

主任弁護人役を務めたので，弁護士の中では多分 1 番

早く関わりを持った方の部類に入るのではないかと思

います。その後はあまり関わっておらず，実際の裁判

員裁判の事件としては，性犯罪，強制わいせつ致傷を

何件も重ねた被告人の裁判の弁護人 2 人のうちの 1 人

                                                        
3)
 最高裁判所「裁判員裁判実施状況の検証報告書（平成 24 年 12 月）」（本文）<http://www.s

aibanin.courts.go.jp/topics/pdf/kensyo_houkokusyo/hyousi_honbun.pdf>（平成 25 年 4 月 3 日最終ア

クセス）。 
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として，関わった 1 件のみです。弁護士というのは基本的に一匹狼の個人事業

者ですから，検察のように組織的に研修をして腕を磨いていこうという志向に

は乏しかったと思います。しかし，日弁連で裁判員裁判についての研修等で弁

護人を務めた弁護士同士の経験交流ということで何回か会議を開いており，そ

の記録がかなりたくさんあるので，これをさっと読み返して勉強してきました。

また弁護士向けの裁判員裁判に関する書籍や文献も結構出ていますので，それ

らをにわか勉強して今日に臨んでいます。 

河原：大阪地裁の河原です。平成 23 年に司法研修所か

ら大阪地裁に参りました。大阪地裁は全国でも珍しく，

裁判員だけをやる部と非裁判員事件だけをやる部とに

分かれています。最初は非裁判員部で，裁判長として

一年勤務しました。その 1 年間は公判前整理手続とか，

被害者参加制度とかを経験し，刑事裁判というのは本

当に大きく変わったということを感じた一年でした。

平成 24 年 4 月に裁判員部に異動し，裁判員裁判を月に 1 件か 2 件くらいやって

いますが，かつて自分がやっていた裁判と同じとは思えないくらい変わってい

ると日々感じています。本日は，実務の最前線でやっている者の一人としてお

話しできればと思っております。  

伊藤：大阪地裁の河原裁判長のところで左陪席裁判官

を務めています伊藤太一と申します。私は早稲田大学

ロースクールの卒業生で，修習は新 64 期になります。

平成 24 年 1 月に任官して丸一年になります。いわゆる

裁判員部に所属しており，この一年間裁判員事件を中

心にやっております。数え方にもよりけりですけれど

大体 15，6 件くらいの事件をやっているところです。

本日の出席者の中では唯一，司法制度改革の後の制度が所与の前提となってい

る世代かと思います。この一年間を振り返ってみましても，自分の担当する事

件は非裁判員事件が少なく，圧倒的に裁判員事件ばかりやっているという感じ

です。まだ一年目であり，未熟な面もあるかと思いますが，本日は，若い世代

から問題意識等をぶつけさせていただいて先輩方から教えを頂ければと思って

います。 
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川上：最後に本日の司会を担当させていただきます川

上です。私は平成 16 年 3 月まで裁判所におりまして，

平成 16 年 4 月に早稲田大学に参りました。裁判員裁判

との関わりにつきましては，平成 21 年 12 月に行いま

した本学の田口先生との特別対談「裁判員裁判の半年

を振り返って」（Law&Practice 第 4 号
4)
掲載）で詳細を述べ

ておりますので，そちらをご覧ください。 

 

 

Ⅱ 公判前整理手続の概況について 

 

川上：公判前整理手続は裁判員裁判が動き出す前から裁判の現場では既に行わ

れていました。そういう意味で実務家はこの手続については相当程度習熟して

きているはずとも思われるところですが，最近のデータ5)6)によりますと，自白

事件，否認事件を含めて，公判前整理手続が若干長期化の傾向にあるという問

題提起がされております。そこで，公判前整理手続の現状と長期化の原因，問

題提起等を含めて，検察官の立場から見たご感想・ご意見を太田先生からお願

いいたします。 

 

１ 検察官の立場から 

太田：裁判員裁判は公判前整理手続なしには到底実施できないことは異論のな

いところですが，川上先生がおっしゃったように，制度立ち上げの時より全般

的に公判前整理手続が遅れがちであるという問題が指摘されています。検察官

の立場として，まず励行すべきことは証明予定事実をできるだけ早く，2 週間，

遅くても 3 週間程度で出すことです。検察官がまずこれをやらないと手続はス

タートしませんし，検察官ができるだけ早く証明予定事実の提出，第一次の証

拠請求や証拠開示を励行してこそ，弁護人に対しても迅速な対応をお願いする

                                                        
4)
 田口守一=川上拓一「裁判員裁判の半年を振り返って」Law&Practice 第 4 号 1 頁（2010 年）。 

5)
 最高裁判所・前掲注 3）10-15 頁。 

6)
 最高裁判所「裁判員裁判実施状況の検証報告書（平成 24 年 12 月）」（図表）<http://www.s

aibanin.courts.go.jp/topics/pdf/kensyo_houkokusyo/diagram_1-55.pdf>58-64 頁（平成 25 年 4 月 3 日

最終アクセス）。 
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ことができるのですが，この点，満足とはいえないまでもかなり努力は実を挙

げているのではないかと思います。それから，もう一つのポイントは，小規模

庁ですと主任立会制といいまして，捜査・起訴を行った検察官が公判にも立会

するので，既に証拠を全部把握しており，証明予定事実も早く書きやすいので

す。ところが大規模庁は捜査部と公判部が分かれていますから，通常の事件は

起訴後に一件捜査記録が公判部に引き継がれ，公判部の検察官が一から読むこ

とになります。そのため，初めて事件内容を知る公判部の検察官が，いきなり 2

週間程度で証明予定事実を書くというのは容易でないのです。この点は各庁で

様々な工夫をしていると思います。私も最新の実情まではよく把握していませ

んが，例えば重要複雑事件で記録も膨大となるような事件については捜査に従

事した検察官の一部が引き続き公判にも関与するという形で，できる限り断絶

が生じないような工夫などを大規模庁では行っていると思います。 

 

２ 弁護人の立場から 

清水：太田先生がおっしゃったように，裁判員裁判の一番の眼目というのは公

判前整理手続が義務的にされるという点で，この点は弁護人の立場からしても

大きな変革だと思います。従前は検察官の手持ち証拠，公判に提出されなかっ

た証拠類については，なかなか弁護人が開示を求めても認めてもらえず，検察

官の手持ち証拠の中に何があるのかよく分からない段階で，手探りで弁護人側

が主張を出してしまい，すぐさま検察官からその主張に蓋をされてしまうとい

うようなことがあり，裁判員裁判以前の事件ではそういう進行を辿って弁護人

側が非常に苦い思いをするということが多かったと思います。ところが公判前

整理では類型証拠，あるいは主張関連証拠の開示請求によって弁護人側の主張

を固める予定主張を早めに準備するということができます。これは大きな進歩

だと思います。ただその手続が今長くなりつつあるということですが，これは

どこに原因があるのか私としても乏しい経験しかないので分かりません。しか

し，公判前整理手続で，争点をきっちり絞ってその後の公判はできるだけ短時

間で審理を終えよう，要点だけで済まそう，争点だけを絞りに絞って済まそう，

ということになるとやはり検察官，弁護人がお互いにその主張事実を巡って求

釈明を繰り返すことにより，争点を絞る過程での手続のやり取りというのは大

変になり，そういうところに原因があるのかなと思います。手続の運用はもう
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少し考えるべきですが，ただ主張を絞らずに公判を迎えてしまうと，またとん

でもないことになりかねません。その辺はさじ加減の問題でしょう。もう一つ

は，公判前整理手続で弁護人側，被告人が活動しようとした場合，弁護人の弁

護活動にとって被告人との打合せが最大の基本ですので，打合せに十分時間を

かける必要があります。ところが身柄拘束されていますと，例えば東京ですと

東京拘置所がありますが，そこまで行くのに往復でやはり相当な時間がかかり

ます。接見実現までに待合室で待つ時間等を考えると相当な時間のロスを強い

られるわけです。そういう被告人側の事情を考えて，保釈の運用がかなり従前

と異なってきているということがあるのかなと思います。私自身あまり経験は

していませんが，裁判官の保釈許可基準というものは相当変わってきていると

思います。 

川上：そうですね。保釈の許可率なども最高裁の資料7)によりますと，裁判官裁

判時代では，保釈許可の割合が総数で 4.5%，自白事件で 4.6%，否認事件で 4.0%

です。裁判員裁判施行後は総数で 8.5%，自白事件で 10.2%ですから，倍以上で

す。否認事件でも 5.9%とかなり保釈率が高くなっていることがデータ的にも出

ています。今の清水先生のお話はそこに触れる問題ということになりましょう

か。 

 

３ 裁判所の立場から 

川上：今度は裁判所の立場からみて，運用の実情，あるいは問題点等について，

お伺いしたいと思います。 

下津：以前であれば，強盗致傷事件でも争いがなければ起訴から 2～3 ヶ月で終

わっていたのが，公判前整理手続だけで 4～5 ヶ月に及んでいることは，かなり

問題だと思っています。原因としては，公判前整理手続における当事者の対応

が慎重であるという点が挙げられます。弁護人は証拠開示の請求を網羅的にさ

れ，更にそれが五月雨式に行われるために証拠開示にかなり時間がかかってい

るという印象があります。また，検察官の提出する証明予定事実の内容が詳細

にわたる場合があり，それが弁護人の対応を慎重にさせる一因になっているよ

うに思います。他方で，裁判所自身も当事者に任せっきりな面があり，当事者

                                                        
7)
 最高裁判所・前掲注 3）31 頁。 
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から言われるがままに公判前整理手続期日を重ねてしまっているという実情も

あるように思います。 

河原：公判前整理手続が長期化しているというのは全国的な傾向で，大阪地裁

でも，明らかにこの 3 年間で，公判前整理手続は長くなっています。自白事件，

否認事件問わず長くなっているといえます。検察官の証明予定事実記載書面は

だいたい起訴後 2 週間で出ています。大阪も含めて，全国的に，そういう運用

がなされています。しかし，その後がどうしても長いということが，全体とし

ての公判前整理手続の長期化の原因となっているといえるでしょう。それでは

裁判所がもっと積極的に公判前整理手続に関与すればいいのかといわれると，

問題が大きく二つあります。一つは当事者追行主義という原理上の問題です。

もう一つが制度上の問題です。民事の裁判官は，「証拠のない主張というのは無

限なんだ。争点整理は，書証を出させて，それを踏まえて，どこに証拠がある

んですか，どうしてこう主張できるんですか，こういうことを三者で突き合わ

せて，主張整理，争点整理をしていかなければいけないんだ」とよく言います。

しかし，それだけやっても実際に人証を調べてみると，自分たちが予想してい

なかったような展開が生じてくることがどうしてもあるということもよくいわ

れます。ところが刑事事件の場合は，予断排除の原則があり，証拠を見ること

がそもそもできないので，公判前整理手続段階で，検察官あるいは弁護人がこ

ういうふうなことを主張したい，ここについて検討したいといいますと，裁判

所としては自信をもって，それは必要ありません，もうこれでやめましょうと

いうことはいえないのです。ここに制度的な問題があると実務をやっていて思

います。  

非裁判員事件の場合ですと，ある程度，公判前整理手続が長くなるようなら，

とりあえず，もうこの段階で，一回公判を開いて証拠調べを行い，その上で必

要があれば期日間整理手続に付すことができます。裁判所は心証もとれますの

で適切に争点や証拠の整理をすることができ，全体としてみた場合，比較的起

訴から終結までの日数が短くなっていることが多いということが，大阪地裁で

のいろんな研究会でも報告されているところです。 

伊藤：私の方からも若干申し上げます。公判前整理手続の長期化は，大きな問

題で，とりわけ，長期化の結果，被告人の身柄拘束期間が延びるというのは悩

みです。 
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庁によりけりなのかもしれませんが，大阪地裁では法廷の数も限られていま

すので，物理的にもう期日が入りませんということがままあります。こういっ

た結果，なぜこの事件でこんなに時間がかかるのかと思わざるを得ないときも

あります。裁判所としても，起訴状，あるいは最初の証明予定事実記載書面が

提出された段階で，この事件であれば，今まで通りならこれくらいの審理日程

を要するかなと見通しをつけて，当事者の方にぶつけていき，かなり能動的な

姿勢を示すという運用も必要なのかなと感じているところです。あと証拠開示

については，私がよその部の第 1回公判前の身柄の記録を見た時の感想ですが，

開示についての積極，消極というのは検察官次第なのかなという問題を感じて

いるところです。 

太田：最高裁の報告書8)にもありますが，類型証拠は一応，法律上は手続と要件

があるのですが，明らかに類型証拠の請求が予想されるというものは，できる

限り任意の開示に積極的に応じるということを部内では奨励しています。検察

官に個人差があるのかなということをおっしゃられたのですが，類型証拠とし

て出るのが確実なものは，どんどん先にお見せしたらよいではないかというこ

とを，私は現場にいる当時指導していましたし，おそらく私に限らず，一般的

にもそのような傾向にあるのではないかと思います。 

下津：類型証拠開示に関しては，おっしゃる通りでして，請求のある前であっ

てもかなり柔軟に開示していただいていると思います。 

河原：大阪でも同じ状況です。 

太田：一つお尋ねしてよろしいですか。私が在職中に先鋭な議論があったのは，

いわゆる取調べメモの開示問題でした。取調べメモについては一連の最高裁の

決定によってルールが定まったのですが，現在，検察官と弁護士との間で，厳

しい争いが依然としてあるとしたら，どういう場面なのでしょうか。いわゆる

弁護側の主張関連の部分でしょうか。 

下津：それは主張関連証拠として問題となりますが，どのような事件において

問題となるかは，かなりばらつきがあるかと思います。 

太田：あまり類型化はできませんか。 

下津：ええ。私が聞いている限りにおいては，こういう類型だから問題となる

                                                        
8)
 最高裁判所・前掲注 3）9 頁。 
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ということはありません。 

河原：大阪でも，証拠開示自体で問題となるということはほとんどないのでは

ないかと思います。 

  

４ 公判前整理手続の運用の工夫 

川上：先ほど，河原裁判官から，検察官の証明予定事実はだいたい 2 週間くら

いで出て，問題はその後であるというお話がありました。一つは弁護側が，証

拠の検討をするのに相当時間がかかっているのではないかということでした。

それは結局，請求証拠，それから仮に類型証拠の任意開示という形で証拠が出

てきますけれども，裁判所が公判前整理手続を実際に開始する前に，当事者間

では証拠開示や開示証拠に対する証拠意見の開陳が裁判所の関与を待たずに積

極的に行われているということなのでしょうか。 

河原：主張関連証拠も含め，多くの証拠を検察官の方から弁護人に対して，開

示されていますので，弁護人としては，その検討に時間がかかっており，これ

も公判前整理手続の長期化の一原因であると思います。そこで，今，割と多い

運用としましては，起訴後 1 週間とか 10 日くらいの段階で，とりあえず法曹三

者で打合せをしています。この事件は自白事件なのか，否認事件なのか，否認

事件だとして，だいたいどの程度の争いになるのかということなどを，まず三

者で共通認識をもちまして，あとは打合せを重ねるか，公判前整理手続をある

程度やっていくかということを，事件に応じてやっていきながら，進めていく

という方法です。  

川上：今，打合せというお話がありましたが，正式な，いわゆる第 1 回公判前

整理手続期日の指定ということではなくて，打合せ期日としておやりになると

いうことなのでしょうか。 

下津：起訴後できるだけ早い時期に打合せを行うことはかなり広く行われてい

るようです。この打合せにおいて，弁護人の立場ではまだ何も言えないという

こともあるのですが，話せる範囲で方向性を伺うということがなされています。

その後も公判前整理手続ではなく打合せという形で進めていく例もあるように

聞いています。 

中川：弁護人の予定主張記載書面というのですか，裁判所の方としては，締め

切りみたいなものを設定するというような扱いはしているのですか。 
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河原：締め切りを設定しましても「できないものはできません」と言われるこ

ともあるのですが，そのような場合でも，とりあえず 1 ヶ月よりもう少し短い

くらいの期間で，期日を決めることがあります。弁護人の方からも「我々は期

日を決めていただいた方が，そこまでである程度仕事ができますから」と言わ

れることもあります。  

中川：公判前整理手続期日を指定するということは，主張に係る書面はそれま

でに出してくれるという前提で公判前整理手続期日を指定するのですか。 

河原：公判前整理手続にするか打合せ期日にするかは事件にもよるのですが，3

週間あるいは 2 週間くらいで期日を入れていきます。それに応じて，書面を出

していただく，今後の課題として，この証拠の検討が残っています，というよ

うなことをその期日で言っていただいて，三者で共通認識を持ち，次はどこま

でやりましょうという形で進めていくことが大阪では多くあります。  

川上：明確に締め切りとかを作ったのでは角が立つから徐々にということでし

ょうか。 

下津：裁判体によってはかなり明確に締め切りを設定される場合もあるようで

す。ただ，河原部長も言われているように，弁護人も被告人との打合せを踏ま

えた上でなければ主張できませんので，いたずらに急かしても良い結果にはな

りません。 

伊藤：とりあえず人証さえ決まってくれれば審理日程の大枠はとれ，期日は決

められます。期日が決められるとゴールが決められます。ゴールが決まればそ

こから逆算して準備もしていただけるということになりますので，予定主張は

ある程度概略的でもいいから，まずは証拠意見を早く出してくださいと弁護人

に求めています。簡単な否認事件でしたが，第 1 回公判前整理手続期日の前に，

打合せ段階で公判期日の指定ができたということもあります。 

河原：補足させていただきますと，最近大阪地裁のなかでも，公判前整理手続

の在り方について，細かく主張を整理すると，色々な仮定的な主張，予備的な

主張が出てきて空中戦になりがちなので，むしろ証拠意見を中心に整理手続を

進めていったらいいのではないかという動きも多少あります。結局，公判前整

理手続というのは公判の審理日程を決めるものにすぎず，心証は公判でとるべ

きである。そうだとすると，どれだけの書証，どれだけの人証を何日かけて調

べるかが決まればよく，人証が具体的には何人，何時間必要かが決まっていけ
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ば，その証人について目撃状況が争いになるかとか，利害関係に争いあるかと

か，そういうある程度細かいことは，審理日程の枠を先に決めてから詰めてい

けばいいのではないかという考え方をとっておられる裁判官もいます。弁護人

の証拠意見を見れば，検察官としては，どの範囲の事実を証人尋問で立証すれ

ばいいのか分かるので，その認識を基に法曹三者で議論して審理日程の枠が決

まれば，おのずから弁護人の主張内容の概要も固まってくるはずだという考え

です。当部もそれに近い運用をしています。しかし，これは事件にもよります

し，やはりある程度，主張を固めたうえで人証を決めるべきであるという意見

の裁判官も多数いらっしゃいます。まだまだ公判前整理手続のやり方について

は，スタンダードというものがない状況です。 

川上：今のご説明ですが，ジュリストの座談会9)でも紹介があったのですが，要

するに公判前整理手続はこれで終わりではない，公判前整理手続をやりながら

一方で例えば第 1回公判期日をいついつと指定し，第 2 回公判期日では証人誰々

の尋問をする，それをやりつつ公判前整理手続もある程度進める，そういう運

用をしている例があるということでしょうか。 

河原：公判期日を決めた後も，公判前整理手続は続くことがあります。これは

全国的に多い運用かと思います。実際問題としまして，例えば 3 日間あるいは 4

日間であっても，普通の弁護士ですと 3，4 ヶ月位は後でないと予定が空きませ

ん。そうしますと公判前整理手続を全部終えてから公判期日を指定しますと，

本当にとんでもなく先になります。そこで，とりあえずこの審理日程なら 3 日

で大丈夫ですね，あるいは 4 日で大丈夫ですね，ということが固まった段階で

公判期日の指定をします。その後も，証拠を整理するとか，判断の分岐点につ

いての共通認識を詰めていくなどの運用をしている部は結構多いんじゃないで

しょうか。  

川上：今のお話のような公判前整理手続の運用について，弁護人の立場からは

いかがでしょうか。 

清水：概して弁護人は忙しい方が多いですから，おっしゃるように 3 日なり 4

日なりまとめて予定を組むとすれば相当先でないと入らないというのが実態で

す。そういうことからするとあらかじめ公判前整理の段階で予約といいますか，

                                                        
9)
 酒巻匡ほか「裁判員裁判の現状と課題」論ジュリ 2 号（2012 年）12 頁〔栃木力発言〕。 
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日程を予定しておくという必要はどうしても生じるかなと思います。ただそれ

がうまくいけばいいのですが，日弁連の経験交流集会の報告の中にも，公判期

日の 1 週間前にようやく整理手続が終わった，ぎりぎりでひやひやだったとい

うような実態が中にはあるようですので，その辺の日程の組み方，それから整

理手続の進め方，これはなかなか大変かなと思います。ですが，裁判員の方々

のご負担をできるだけ軽くして集中的に公判を行うということを考えれば，皆

さん犠牲を払いつつやっていかなければならないかなと思っています。 

川上：先ほど河原裁判官にご説明いただいたような運用というのはおそらく制

度設計の段階では考えられておらず，公判前整理手続をやり，そこで主張の整

理，証拠の整理を行い，それから期日指定，という流れがもともとの予定され

た制度設計だったと思います。ところがそれですとさらに公判期日の指定が先

に延びてしまう，そこで先に公判期日が決められるのであれば決めてしまい，

それをゴールとして逆算して行くという運用，これは素晴らしい実務の英知と

いう感じがするのですが，太田先生いかがでしょうか。 

太田：デッドラインを決めてしまえば，それに向かってとにかく協力してなん

とか間に合わないといけないというインセンティブになるので，そのデッドラ

インが努力次第で実施可能な現実性のあるものであれば，よろしいのではない

かと思います。 

伊藤：時折弁護人の方でご存じない方がいらっしゃるのですが，裁判員候補者

の呼出し事務等の都合上，大阪地裁の運用としては，期日指定をしてからも最

低 2 ヶ月空けないといけないことになっています（裁判員の参加する刑事裁判に関す

る規則 20 条参照）。しかし，意外と 2 ヶ月でできることは多いというのが素朴な実

感です。 

中川：先ほどの河原裁判官のおっしゃった証拠意見を中心にというのは，非常

に新鮮であり，実務をやっておられる方の発想の転換であると感じました。私

はそういうやり方も事件によってはあるのではないかと思います。そうすると

主張関連証拠の開示の問題との関係です。弁護人は事件をみて，主張関連証拠

の開示をしてもらいたい事件はきちんと予定主張を明らかにしてくる，ただそ

ういうことをやってこない事件もあり，なかなか進みにくい場合にはそういう

工夫をなさっているということですかね，発想の転換という感じで非常に新鮮

に受け止めました。  
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伊藤：先ほど下津先生の方からもご指摘があった点で，検察官，弁護人のお立

場でどう思っておられるのか伺いたいところがあります。証明予定事実記載書

面の精密化が長期化の原因ではないかという議論が最近よく聞かれるのですが，

他方であまりラフになると弁護人としては求釈明を出さざるを得ず，釈明合戦

になるのではないかと思います。もちろん適度という結論になるのでしょうが，

実際，検察官，弁護人のお立場として現状で出されているものが過剰に精密だ

というふうにお考えなのか，あるいはまだこれでも足りないというところなの

か，いかがでしょうか，もし伺えればお願いします。 

太田：おそらく，公判前整理でそれだけを順調に進めようとし，あまり細かい

ところに入らずにシンプルに行うと，仮に冒頭陳述のときに証明予定事実より

も相当詳しいものが出て来て，弁護人がこんな話は聞いてないと言いだし，そ

こで躓いてしまうということにもなりかねないので，その兼ね合いが難しいと

思います。事案にもよると思うのですが，やはり争われる事件は弁護人の側か

ら見ても検察官がどういうことを立証しようとしているのかという情報をでき

るだけ早く得ておかなければ，結果的に不意打ちになりかねません。したがっ

て，そう簡単に証明予定事実をシンプルにすればいいというものでもないよう

に思うのですが，私も直接そのような事態に接したことがないので自信を持っ

て言える意見ではございませんが。 

清水：私もそんなに経験しているわけではないのですが，弁護人側からすれば，

検察官の証明予定事実が詳しすぎて弁護人にとって不都合ということは通常あ

りえないと思います。やはり防御する側からすれば，先に検察官からできるだ

け手の内をきれいに明かしておいてもらえた方が，弁護側の防御のポイントも

絞りやすいということになると思います。 

川上：弁護側の立場からしますと，最終的にそれが良いかどうかは別として，

できるだけ詳しめの方がいい，ということですか。 

清水：あまり詳しくても，検討に時間がかかって困るのですが，その時間の問

題を除けば，弁護側としては，やはり検察官がどこにポイントを置いて，どこ

を重点的に，細かく立証しようとしてきているのかということを早く掴めた方

がやりやすいという面はあります。 
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５ 長期間の審理が見込まれる事件の扱い 

川上：公判前整理手続一般の問題についてはこの程度にいたしまして，特に長

期間の審理が見込まれる事件，例えば責任能力が争点となる事件などいくつか

類型化することが可能かと思いますが，このような事件についての公判前整理

手続にあたって特に工夫されている点，あるいは留意されている事項等があり

ましたら，ご紹介をいただきたいと思います。 

下津：被告人の責任能力を争うという旨の主張を弁護側がし，鑑定の請求も併

せて行ってきた場合に，鑑定請求の理由を補充するために，協力医から色々な

意見を聴取したい，ついてはそのために期日をちょっと延ばしてほしいという

ような要請がままあるわけです。私が経験した事案では，その意見聴取が遅れ

に遅れて公判前整理手続が延びてしまったというようなことがありました。 

河原：長期間の審理が見込まれる事件の大きな類型の一つは責任能力が争われ

る型です。もう一つは追起訴がたくさんある型です。この二つは審理が長期化

しやすいというのが率直なところです。責任能力につきましては，証拠自体を

直接見ていない裁判所としては，弁護人が主張の検討にかかると言われると，

そんな必要はないということはできないのです。結果的に公判前整理手続期日

が延びるとしても，弁護人の方から鑑定を請求します，あるいはしませんとい

うことを決めていただくまでは仕方がないという感じです。 

川上：禁反言ということで縛りたいところですけれども，そうもいかないわけ

ですね。 

清水：日弁連でも，特にこの責任能力が問題になる裁判員裁判をテーマに，平

成 23 年に全国の弁護士が集まって経験交流集会をやっています。そこで，国立

精神神経医療センターの岡田先生という著名な精神科医の講演を聞き，それに

基づいて，いろんな事例報告をし，それを受けて弁護人として責任能力に疑い

を持つような案件があった場合にどう対応をすべきかということについての研

修をやっています。実際のところ，やはり裁判員裁判になるような事件では，

被告人の精神的な病気が起因しているのではないかと感じることは多いです。

我々は全くの素人ですから，その辺りのところはお医者さんの意見を聞かない

と判断しがたいのです。そのため，捜査段階で簡易鑑定がされている事案，そ

うでなくとも鑑定請求をした方がいいのではないかと思われる事案では，弁護

人が信頼する精神科医に被告人を診てもらって，あるいは事件資料を見てもら



 

裁判員裁判の 3 年間を振り返って 17 

って，ある程度の判断をもらわないと先に進めないというのが実情です。弁護

人としても，責任能力を争うという場面の他に，責任能力がだめでも，情状面

で，こういう性格傾向というか，病気を持って精神的な障害を抱えているとい

うことの主張のためにも，そういう診断を受けたいということがあります。こ

のように，いろんなケースがあり得るので，一番適切な弁護活動として何をす

べきかということは，弁護人が今まだ手探りで色々研究をしている段階だと思

います。そうやって経験を積み重ねることによって，いずれ固まって，解消し

ていくのではないかと思っています。 

川上：例えば大阪地裁で，公判前整理手続で鑑定を採用し，鑑定結果が出てき

たが，ノーマルであるという被告人にとって不利な鑑定であった。そこで再度

鑑定請求をしたというような例はございますか。 

河原：裁判員裁判開始当初は，再鑑定をすると，二つ鑑定が出ることになり，

裁判員の方が混乱するのではないかということで，なるべく再鑑定をしない方

がいいというような考え方もありました10)。しかし，実務をやっていますと，む

しろどこが判断の分岐点なのかということが明らかになれば，2 つの専門家の判

断があったとしても，そこは検察官と弁護人が互いに自分のところの鑑定と相

手の鑑定はここが相違点です，この点についてこういう事実があるから，こっ

ちの鑑定の方が信用できますというようなことの方が分かりやすく，結果的に

も早いという実践例が報告されています。最近では，再鑑定をしている例も増

えているようです。  

川上：現在の運用は，当初の制度設計段階とは変わってきたということですね。

特に鑑定の問題につきまして，民事の医療過誤事件等では，原告側，被告側で

複数の鑑定が出てきて，鑑定合戦になることを避けるために共同鑑定のような

工夫がされているようですが，そうした点は刑事の方ではいかがでしょうか。 

河原：最近，私と伊藤さんで組んだ事件で，精神鑑定ではないのですが，児童

虐待の事件で傷害の原因が何なのかという点が争われた事件があります。当事

者双方の主張を根拠づけるそれぞれの鑑定人の鑑定書が証拠調べ請求されまし

たので，公判前整理手続で，どちらの側の鑑定人も証人採用したうえで，検察

官，弁護人は相手方の鑑定人と会い，自分側の鑑定人はこう言っているが，こ

                                                        
10)

 司法研修所編『難解な法律概念と裁判員裁判』（法曹会，2009 年）48 頁。 
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れについてはどう考えているのかということ等について，お互い質問したり疑

問をぶつけあったりする機会を設けるということを決めた例があります。その

事件などは，裁判員の方の感想を聞いても，判断の分岐点が大変分かりやすか

ったとのことでした。  

川上：従来ですと，鑑定結果の報告は，鑑定人の作成した鑑定書で，大部のも

のが出てくることも少なくなかったのですが，今は鑑定をした方に証人として

来ていただき，口頭で説明をしていただいて，必要なところはスライドやプロ

ジェクター説明していただくこともあるのだという報告もなされています。鑑

定の結果報告についての証拠調べの実情はいかがでしょうか。 

河原：裁判所は鑑定を採用する場合，精神鑑定につきましても，鑑定書そのも

のは A4 の用紙で 1，2 枚程度にしてくださいということをお願いしています。

当事者用にもっと厚いものを作っていただくことはありますが，裁判所はそれ

だけで結構で，かつ，昔ありましたように心神喪失である，心神耗弱であるな

どという最終的な結論については記載しないで結構ですということにしていま

す。鑑定人からみて，平たくいえばどんな病気があって，その病気がこの犯行

にどういう影響を与えたのか，そのメカニズムだけ記載していただくようお願

いしています。鑑定人の方には法廷に来ていただいても，だいたい小一時間ぐ

らいのプレゼンテーションをしていただくという感じで行っている例がかなり

多いのではないかと思います。これは大変分かりやすいと思っています。東京

地裁もそんな感じですか。  

下津：はい。同じような感じです。 

川上：もう一つ公判前整理手続が長引く類型の事件として，追起訴の多い事件

があげられましたが，河原裁判官，これはいかんともし難いのでしょうか。そ

れとも何か妙案みたいなものが考えられるのでしょうか。実情をご紹介いただ

ければと思います。 

河原：追起訴型は本当に古くて新しい問題でして，これについては併合の利益

もあるので仕方がないかなと思っています。むしろ，検察庁の方でどうしてい

るのかを伺いたいです。  

太田：追起訴については，特に管理職になると，「追起訴は急げよ」，「とにかく

公判期日が決まっているから，追起訴は急げよ」と口を酸っぱくして指導する

のが常です。担当検察官もその必要性はよく分かっているので，警察に補充捜
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査，追送致を早くしてくれと，せっついているわけです。ですから，決してあ

ぐらをかいているわけではありません。ただ，これは捜査の第一線の必然とし

て，捜査とはそもそも予定が立てにくい仕事でして，例えば所轄警察署で刑事

課長以下数人しかいないところも，複数の身柄事件を併行して行っているのが

通常であり，まして突発的に重大事件が起きるなどしたら，今捜査中の事件の

捜査をしばらくお預けにして非常事態にかかりきりにならざるを得ないことも

あります。ですから，警察官も検察官も公判のために追送致・追起訴を急がな

ければならないということは，重々承知しながらそれが遅れがちになるという

のが現実であるわけです。すべての事件捜査をスケジュールどおり順序良く捜

査して処理していくことが，背に腹を変えられず困難となる事情もあり，これ

はもう永遠の問題です。それでも検察庁の認識としては，公判の決まった日程

に，迷惑をかけないようにできるだけ早く追送致・追起訴が必要です。特に在

宅事件の場合には，若干寝かしていてもそう問題はないのですが，身柄事件に

ついては，追起訴事件が在宅送致であっても身柄事件と同じような意識で捜査

をして，追起訴を早くしなさいとの指導を各庁の管理職はやっていると思いま

す。弁解がましい説明かも知れませんが，その実情はご理解いただきたいと思

います。 

川上：結局これは併合の利益を考慮するという現行法体系を前提とすると，ど

んなに捜査機関がベストを尽くしても壁があるということでしょうか。 

太田：必ずしも併合しなくても，一部の非対象事件について先に裁判所で有罪

を出し，そして裁判員裁判の方でその有罪を前提として，実質的に併合の利益

を加味した判決を出すというような運用とかはありえますかね。このような方

法は実務ではどうでしょうか。 

河原：区分審理が活用される事例としては，例えば，否認の殺人事件と，数は

いっぱいあるけれども自白している小さい窃盗が何件かあるような場合です。

このような場合については量刑で最終的に考慮すればいいかなという形でやる

場合もあります11)。ただ，なかなかそういう事件は少ないのです。似たような事

件がそれなりに，例えば，同種の強盗致傷が何件もあるようなものが一番悩ま

                                                        
11)

 この問題を詳しく検討した文献として，西田眞基「裁判員裁判における客観的併合を巡る諸

問題」植村立郎判事退官記念『現代刑事法の諸問題』第 3 巻 303 頁（立花書房，2011 年），特

に 319 頁や安東章「区分審理制度の運用について」同書 367 頁がある。 
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しいかなと思います。  

下津：やはり，強盗とか強盗致傷が複数あるような場合に，犯情としては共通

するものが多いので，まとめてやった方が量刑判断として適切だろうという事

情があり，なかなか区分審理をするには至らない場合が多いです。 

 

６ いわゆる「難解概念」が問題となる事件の扱い 

川上：最後に，いわゆる難解概念が問題になる事件についてです。このような

事件についての公判前整理手続運用上の問題点についていかがでしょうか。も

し事例があればご紹介いただきたいのですが。 

河原：公判前整理手続の段階で，殺意とか共謀とかについて，共通の説明案と

いうものを作る例は多いようです。しかし，例えば，抽象的に故意とは何かと

いう議論をしましても，実際には出てきた証拠と事実等によりますので，説明

案の作成にあまり時間をかけるのは，労力の割に生産的ではないのではないか

なと考えています。  

川上：具体的な例でいいますと，例えば共謀共同正犯で被告人は共謀にしか関

与していないから共謀を争うというようなことがありますね。そういう場合に

は共謀とはこういう意味ですというように，裁判所が間に入って，当事者とす

り合わせを行う，こういう理解でよろしいでしょうか。 

河原：そうですね。それを前提として，それぞれの冒頭陳述などを行っていた

だく，あるいは我々も評議の際にそれを前提として裁判員の方に説明する，と

いうふうな形で行っています。しかし，これは色々なやり方があるのではない

のかと思います。下津判事はいかがでしょうか。  

下津：判例タイムズ12)で，大阪の刑事実務研究会が難解概念の説明案についてか

なり詳細なご検討をされており，我々も参考にさせていただいているところで

すが，先ほど河原部長が言われているように，案についての議論をするという

ことにどれだけの意味があるのかという考えもあります。当事者に示して特に

異論がなければ，共通して同じ説明を用いることになりますが，共通認識が簡

単に形成できないということになれば，そこはもうあまり頑張らずに，あとは

証拠の中身からポイントとなる事実は何なのかといった辺りで議論をしていっ

                                                        
12)

 大阪刑事実務研究会「裁判員裁判における法律概念に関する諸問題」判タ（2011-2012 年）。 
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た方が生産的ではないかなと思います。 

川上：仮に説明の仕方で合意が得られなかったとしても，検察官は次の冒頭陳

述でかくかくしかじかの理由で被告人には共謀共同正犯の責任を問いうるのだ

ということを陳述され，弁護人は逆の立場から，共謀共同正犯は成立しないと

いう冒頭陳述ができる，後は証拠調べをやって，最終的に論告弁論で異なる立

場から説明がされて，評議へ持ち込まれるということなのでしょうか。 

下津：そうですね。だからといって，裁判員が判断に困ったとか，評議が混乱

したということは，経験上あまりないです。ただ，共通の説明があった方がよ

り議論がしやすかったということはあるかもしれません。 

川上：結局，主張の裏付けとなる証拠があるかどうかということに尽きるので

しょうか。 

下津：そうですね。 

 

 

Ⅲ 公判審理の概況について 

 

１ 選任手続について 

川上：次に公判審理に入りたいと思います。はじめに裁判員選任手続について

です。これは制度設計の時は色々危惧する声もありましたが，非常に高い出頭

率です。その高い出頭率の前提として，早い段階で辞退事由等について問題の

ある方については呼び出しをしないという点が挙げられ，その辺りの運用がか

なりうまくいっているように伺えるのですが，実情についてご紹介いただけれ

ばと思います。 

河原：統計に表れています通り，当初危惧されていたよりも出頭率はかなり高

いです。当部でも平成 25 年 2 月に 3 週間の裁判員裁判を行いました。先ほど申

しました児童虐待の事件です。時節柄，かなり不出頭は多いのではないかと担

当裁判官とも協議しまして，130 人呼び出しをかけたのですが，結果として最終

的に 20 数名の方に来ていただきまして，滞りなく進みました。みなさん大変お

忙しい中来ていただきまして感謝しております。 

下津：東京でも同じでありまして，柔軟な対応をすることが，高い出頭率に繋

がっていると思います。 
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川上：選任手続について，検察・弁護の立場からお気づきの点，ご意見等ござ

いますか。 

太田：裁判員制度における選任手続は，アメリカの陪審との大きな違いがあり

ますね。アメリカの陪審はいわば陪審員の陣取り合戦です。これが裁判の帰趨

を決し，人によっては，陪審員の顔触れがそろって選任された段階で結論が見

えたとすらいわれることもあるようです。例えば被告人がマイノリティだと，

弁護人は被告人にシンパシーを感じるような，マイノリティの人を集めようと

しますし，検察はその逆を選任しようとします。また，探偵業のような陪審員

コンサルタントという業種があり，大きな事件ではこれに依頼して陪審員候補

者のプライバシーまで徹底的に調査し，その調査結果に基づいてボワ・ディー

ルと呼ばれる公開の法廷での選任手続では候補者にプライバシーにも及ぶ質問

を行うなどして，専断的忌避が活用されることが多いようです。私は，アメリ

カの検事から，検察官はどのような候補者を確保しようとし，どのような候補

者を排除しようとするかについて生々しい裏話を聞いたこともあります。しか

し，日本の場合は選任手続を自分の側に有利と思われるような裁判員の陣取り

合戦をするというような発想は，少なくとも検察官の側には絶対にありません。

おそらく弁護側も基本的にはそうだと思います。私は日本が司法参加制度の，

ある意味後進国であったために，陪審制度の良い面は活かし，悪い面は排除す

るような制度設計にしたことが裁判員の選任手続の良い面として十分発揮され

ていると思います。 

清水：そうですね，いまアメリカとの比較の話がありましたが，日本は単一言

語で人種や宗教による違いといった多様性は少ない，同質的な社会だというこ

とから，スムーズにいくのかと思います。実際のところ，個別の場面を見てこ

の人は偏見を持っているから排除しなければ，という判断をすることはほとん

どないのではないかと思いますが，一応，選定の際の追加質問も多少は認めら

れています。基本的にあまり追加質問は認めないようですが，例えば，「その事

件と同種の被害にあった経験がありますか」，あるいは「事件現場の近所にお住

まいですか」といった程度の質問は認められていて，それによって判断してい

るようです。 

川上：追加質問の例をご紹介いただきましたが，理由なし不選任の現状につい

て，何かお気づきの点があればお教えいただけますか。 
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河原：太田先生のお話にありましたように，検察官は比較的理由なし不選任は

しません。弁護人の場合は人によって様々で，例えば性犯罪で，意図的に女性

を排除しようとしているとみられる例もあります。ただ，男女や，住んでいる

ところといったアメリカにあるような問題は日本では考えにくいのではないか，

というのが私の実感です。 

太田：私が大阪高検にいたときに，管内のある非部制庁の地裁における性犯罪

の事件で，弁護人の方が 4 人の女性候補を不選任請求により排除したという事

案がありました。しかし，そのような例は決して多くはなく，弁護人一般がそ

うだという印象はありません。 

 

２ 期日指定について 

川上：次は公判期日の指定に入りたいと思います。先ほどかなり立ち入ったと

ころまで伺うことができましたが，そのお話も踏まえて，あるいはそれに付け

加えて問題点等，お気づきの点があればご紹介ください。これは裁判所の方か

ら伺った方がよろしいかと思いますので，河原裁判官から大阪地裁の実情ある

いは運用の実態等をご紹介いただきたいと思います。 

河原：大阪地裁は法廷の数が少ないということもありまして，裁判員部と非裁

判員部とで分かれているのですが，その関係もありまして，期日がなかなか入

りにくいという現状があります。自白事件で何の問題もなくても，5 ヶ月程度先

にならないと期日が入らないということも必ずしも珍しくありません。そうい

うことがありますので，先ほどから申し上げているように，打合せをなるべく

早く行ったり，ある程度審理の見通しがついたら期日指定をしたりするなどの

方策をとっています。しかし，抜本的な問題解決には至っていません。期日指

定が先になればなるほど証人等の記憶も薄れていくので，直接主義や口頭主義

といった刑訴法の基本原則が形骸化します。また，保釈率もかなり上がってい

るとはいえ，被告人という地位にいつまでも，しかも整理することもないのに

置いておくというのも問題だということについて，大阪地裁では共通認識を持

っているのですが，何せ妙案がありません。 

川上：今のお話ですと，大阪地裁の場合は，裁判員事件を専門にやる合議部と

非裁判員事件をやる部と 2 つに分かれている。その理由は裁判員裁判専用法廷

が少ないからである。それが期日指定の問題についても隘路になっている，そ
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ういう理解でよろしいですか。 

河原：法廷自体は平成 25 年度に増改築する予定です。しかし，他にも問題があ

ります。否認事件が全国的に見てもかなり多いということです。そして，いわ

ゆる「体感否認」と我々は言っておりますが，統計上は自白となっているもの

の，犯情にかなり争いがあるといった事件もありまして，いわゆる標準的自白

事件は大阪地裁ではかなり少ない状況です。そこでどうしても，非裁判員部を

含めて，色々な事件の期日がたくさん詰まって，たまにある問題の少ない事件

の期日を早めに入れたくても既に何ヶ月も期日が入らないという事態になるこ

とがあります。  

川上：「体感否認」とおっしゃいましたが，いかにも大阪らしいという感じがい

たしました。物理的なところも違うと思いますが，東京地裁ではいかがでしょ

うか。 

下津：そこまで切迫している状況ではないのですが，確かに長い期日を要する

ような事件ですと弁護人の都合もありまして，かなり先の期日でないと指定で

きないということは結構あります。ちょっと話は変わるのですが，指定の仕方

として，裁判員の拘束時間をできるだけ短くするために，従前は選任期日と第 1

回公判期日を午前・午後という形で連続して行うという指定が多かったです。

この運用によりますと，午前中に選任された裁判員及び補充裁判員はいきなり

午後法廷に連れ出されるということになり，心の準備が十分できなかったと言

われた裁判員もいらっしゃいました。また，仕事を持っている方の中には，選

ばれるかどうかわからないので，最終的な仕事の調整をせずに来られる方がい

らっしゃって，選任直後の昼休みに大慌てで仕事の調整をしなければならない

という裁判員もいらっしゃいました。そういったこともあって，最近では選任

期日と第 1回公判期日の間をあけるという運用がかなり広くされておりまして，

場合によっては 1 週間程度空けるということもあります。さらに，期日の入れ

方の問題として連日的な開廷をしなければならないことになっていますが，例

えば評議を含めた期日が 10 日間必要な事件で，5 日・5 日の 2 週間で終わらせ

るよりも他の仕事や家事といった色々な都合もあるので，週に 1，2 日休みを入

れてもらった方がよいと言われる裁判員が比較的多いことから，長くかかるよ

うな事件ですと，週に 3 日とか 4 日という形で期日指定をしていくというよう

な工夫を行っているところです。 
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川上：期日指定の在り方・運用をご紹介いただきましたが，これも当初はおそ

らくこの制度を動き出した 1 年目は，ほぼ午前中に選任をして午後から第 1 回

公判手続を行うというパターンが多かったようです。それに対する裁判員の方

のアンケートや意見交換会で出てきた意見に基づいて，全体の運用を大きく改

めたということでしょうか。そうした期日指定の在り方は全国的な動向と伺っ

てよろしいでしょうか。 

河原：選任手続と公判審理を同日にするか，別の日にするかというのは，裁判

体によっても違いがあります。ただ，先ほど下津判事がおっしゃった通り，制

度発足当時と異なり，最近は別の日に行う例も増えてきていると思います。裁

判員経験者の意見交換会を大阪地裁で行ったときの意見によると，裁判員によ

っても，その方の立場や当たった事件によりけりです。概して，通貨偽造など

の軽い事件，あるいは殺人事件でも介護疲れという事情があって執行猶予が想

定できるような事件，こういう事件ですと同じ日にやった方がいいという意見

が多かったように思います。他方，多少時間がかかるような事件，あるいは重

い事件は，下津判事が言われたように，少し心の余裕が欲しいという意見が多

かったように思います。連続的開廷につきましても，なるべく週に 1，2 日休み

を取り，裁判員の方の負担に考慮しています。この点は，裁判官サイドからし

ても，自分の持っている単独事件，非裁判員事件もどこかで開廷しなければな

らないので，そういう運用も最近はされているかと思います。  

川上：今のお話によれば，裁判員裁判を担当しながら非裁判員事件や単独事件

もお持ちになっているのですね。検察・弁護の立場から，期日指定についての

ご意見・ご感想があればお伺いしたいと思います。 

太田：質問を含めての意見なのですが，制度開始前に広報活動を行っていた頃

は，制度に対する強い反対意見もありましたし，国民の多くは参加したくない

という声が強かったので，検察も，おそらく裁判所も，気軽に参加してくださ

い，一般の常識で結構です，大半の事件は 3 日で終わりますと，こういう広報

が中心であったと思います。しかし，制度が始まってみると，むしろ裁判員の

方々の多くは，選ばれた以上，短ければいいというのではなく，じっくり考え

て納得のいく判決を出したいと思っておられることがうかがえます。これは日

本人の真面目な性質の現れだとも思うのです。それが当初想定した 3 日で済む

事件と思われる事件が 4 日になったりして，それが期日指定の在り方にも影響
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しているのではないかと私は推測しているのですが，実際に裁判を運営されて

いかがですか。 

河原：大阪地裁に関する限りでは，選任から始まって，3 日で判決まで終わると

予想される事件などにつきましても，評議の時間を比較的じっくりとって，4

日ほどの日程を組むという例が増えていると思います。裁判員の方は一生懸命

議論されますので，無理に評議を打ち切るよりも，次の日も丸一日使いましょ

う，時間が余ったなら余ったで，それでいいという日程を組む方が多いようで

すし，裁判員からも不満を聞いたことがありません。  

川上：そうしますと，裁判員の方にとっては充実した評議，徹底的に議論する

時間を取ることが必要であり，そのために仮に審理が 3日で済むところが 4日，

5 日かかることになったとしても，裁判員の方は負担に思っていないのではない

かという理解でよろしいでしょうか。 弁護人から見ていかがですか。 

清水：裁判員の方にじっくり考えて評議を尽くして結論を出していただきたい

というのは，当然だと思います。 

 

３ 冒頭陳述について 

川上：次は冒頭陳述について伺います。裁判員裁判では弁護側も冒頭陳述を行

うことになっています。検察・弁護の冒頭陳述の実際を，裁判所から見て問題

はないかという見地から，実情をご紹介いただきたいと思います。 

河原：一般的に冒頭陳述が長くなっているという問題意識はあります。検察官

は決裁制度などがあるせいもあるかとも思いますが，多少個人差があるにして

も，それほど長くはありません。しかし，弁護人の方によっては長いことがあ

ります。私が経験した中でも A4 の用紙で十数枚というのを出されたことがあっ

て，それをコピーして裁判員の方に読んでくださいと言われ，裁判員から，「こ

れを読まなければならないのですか」と言われたことがあります。法律家は書

面を丹念に読むということを，苦痛に思わない特殊な世界に生きていますが，

これを裁判員に期待することはできないということを，特に弁護士の方々には

理解していただきたいです。  

川上：今のお話の中に A4 の用紙で十数枚というのがありましたが，それを弁護

人は朗読されるのですか。 

河原：朗読用に短いものを用意される弁護人もおられますが，冒頭陳述の朗読
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で約 1 時間かかったということもあります。  

太田：パワーポイントの使用ですとか，B4 の用紙 1 枚で色も使ってかなりビジ

ュアルに，文章ではなく体言止め，箇条書きでポイントを指摘しているという

方法が検察官は多いと思うのですが，そのような方法は裁判所にとっていかが

ですか。 

河原：概して裁判員の方には評判は良いです。 

太田：検察官は，その後の評議の時にも自分達が提出したそのようなビジュア

ルな資料が，議論の整理のベースになり，この点の立証は失敗したとか，ここ

は納得したといった議論がなされることを期待しているのだろうと思います。

裁判所ではそういうものに頼らずに，当事者の示した資料を踏まえて独自の何

か整理した資料を作成するなどして評議を行うこともあるのでしょうか。 

河原：最近では，裁判所は独自のものを作らないというのが一般的だと思いま

す。なお，裁判員の方は冒頭陳述を基に証拠調べに臨むといわれても，十数枚

もありますと，どこに何が書いてあるのかわからないので，現実問題として裁

判員の方が弁護側の冒頭陳述を読めなくなっているという事態もあります。そ

うなりますと，コンパクトにまとまっている検察官の冒頭陳述しか読まないと

いうことになってしまっています。  

太田：逆に弁護側も 1 枚でビジュアルにして，検察官の主張と比較して，どち

らが納得できるかというように議論をすることになると，弁護側もビジュアル

なものにした方が，議論がかみ合うということがあるかもしれませんね。 

川上：大阪地裁での実情の一端をご紹介いただきましたが，東京地裁ではいか

がでしょう。 

下津：私の限られた経験からの話になるのですが，検察官は基本的に A3 もしく

は A4 の用紙 1，2 枚程度の冒頭陳述メモという形のメモを事前に配布して冒頭

陳述を行うということが多いように思います。冒頭陳述に関しては，一頃その

詳細化がいわれまして，刷り込みですとか，証拠と主張との混同という問題点

が指摘されていました。それについては検察官の中でもそのような問題意識を

持っていただいて，総じていえば，検察官の冒頭陳述については簡潔でわかり

やすいものになってきているのではないかと思います。自白事件ですと概ね 10

分位になっているという感じです。かたや弁護人となりますと，冒頭陳述に時

間をかけてかなり大量の情報を盛り込もうとする例が，まだ散見されます。主
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張と証拠の区分けがわからなくなるような詳細な冒頭陳述は適正な事実認定と

いう観点から問題があると思います。 

川上：公判期日における具体的な手続の進行は公判前整理手続で決めるわけで

すが，その段階で，裁判所としては具体的な冒頭陳述に検察官は何分，弁護側

は何分，とわかる。したがってその段階で訴訟指揮をして適正な冒頭陳述が行

われるように努めているということですね。弁護人の立場からいかがでしょう。 

清水：裁判員裁判で弁護人側は，最初の段階から冒頭陳述で有罪心証を刷り込

まれてしまうということを，やはり非常におそれています。職業裁判官ならそ

のようなことはありえませんが，裁判員は一般の方ですから，どうしてもそう

なりやすいのではないかという危惧があります。他方，弁護人は旧来から裁判

所を説得するのにできるだけ主張を細かく，事実をたくさん拾ってそれで説得

をすると，こういった仕事の仕方を長年続けてきたわけですから，両者がプラ

スされると今のような膨大な情報量の冒頭陳述をしてしまうということになる

のだと思います。しかしそれとは違うのだと，相手は裁判官ではなく裁判員，

普通の一般の素人の方ですから，文字情報を多量に提供しても，とても咀嚼は

していただけません。やはりポイントを絞って，違う事件の見方はこうですよ

といういわゆるケースセオリーを提示して，裁判員の頭の中を，一度は検察官

の冒頭陳述で傾いた可能性のあるものを，中立的に戻してもらうということを

目的にすべきだと思っています。したがって，弁護人側も，そういう観点で，

そのためのポイントは何かということを，裁判員の側に立って考えて，そのた

めのペーパー資料もできる限りそれに絞って作るべきだと思います。 

川上：公判前整理手続を行って，争点と証拠の整理ができ，第 1 回公判が始ま

り，そこで冒頭陳述が行われるわけですが，検察側の冒頭陳述と弁護人側の冒

頭陳述がうまく噛み合って，非常に分かりやすい例もたくさんあると思います。

しかし，どうもうまく噛み合っていないのではないか，公判前整理手続ではう

まく争点整理ができ裁判所も納得できたけれども，実際に冒頭陳述を聞いてみ

ると，どうもずれているのではないかといったようなことはないでしょうか。

というのは，もしうまく噛み合っていないとすると，公判前整理手続で十分争

点が詰めきれてなかった，あるいは，当事者の証拠の評価が少し甘くて，とり

あえずは主張予定ということで整理したけれども実際に証拠を検討してみると

どうもそうではなかったということで，ずれてくることもあるかと思うのです。
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その辺りのギャップというのはいかがでしょうか。 

河原：先ほどの争点整理の在り方とも関わるのですが，争点というのは訴因レ

ベルだけで整理すればよいのか，あるいは間接事実，あるいはそれよりも下の

再間接事実，あるいは補助事実のどのレベルまで整理すべきか，というのは事

案にもよりますし，裁判官の考え方にもよります。先ほども紹介しましたが，

裁判官によっては，公判前整理手続の段階で補助事実は細かく整理しない方が

よい，この証人についてどれだけの時間をかけて信用性を弾劾するということ

さえわかればよい，などと考える方もいます。川上先生がおっしゃった通り，

制度の当初では，おそらく補助事実に至る位まで歯車がきれいに噛み合うよう

な整理を想定していたと思いますが，今の実務は必ずしもそうではないと思い

ます。  

川上：そのために裁判員の方が証拠の評価を適切に行うことができない，ある

いは判断を迷うというようなことはないのでしょうか。 

河原：細部まで争点を整理した結果，多くの主張が出たり，冒頭陳述で多くの

情報が盛り込まれたりしても，裁判員は十分には咀嚼できません。冒頭陳述に

色んな情報が盛り込まれるのは百害あって一利なしとまではいえないかもしれ

ませんが，一利もないというのは間違いないです。  

下津：基本的には河原部長の言われている通りでして，争点を深く詰めていけ

ばそれだけ公判前整理手続が長引く要因にもなりますので，今はそこまで詰め

る運用はあまりされていないのかなと思います。 

 

４ 証拠調べ手続について（書証，物証，証人，被告人質問） 

川上：冒頭陳述を踏まえまして，今度は具体的な証拠調べ手続について伺いま

す。これについては公判中心主義ということで，直接主義，口頭主義というこ

とが大いに喧伝されておりますが，その一方で，自白事件を含めて，書証が多

用化されてわかりにくいという裁判員の意見やアンケート結果の指摘がされて

いるところです13)。証拠調べに関しては，当事者追行主義に立ちますと，結局，

検察官がまずどういう形で，どういう証拠方法で立証するか，そこにかかって

いるのではないかと思います。これを全否定するわけにはいかないと思います

                                                        
13)

 最高裁判所・前掲注 3）18-19 頁，前掲注 6）72-75 頁。 
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ので，裁判所としても非常に悩ましい判断を迫られることがおありなのではと

いう気がいたします。こうした点を踏まえまして，証拠調べ手続について裁判

所の方で特にご留意されている点などございましたらご紹介いただければと思

います。 

河原：本題から離れますが，まず，乙号証，これは自白調書であっても公判に

出てこなくなった，そもそも検察官が請求してこない例もかなり増えてきたと

思います。また昔ですと，いわゆる 2 号書面14)もよく出てきましたが，これも出

てこなくなったという印象です。逆に弁護側から捜査段階での初期のいわゆる

警察官調書，捜査報告書が弾劾証拠としてたくさん出てきて，検察官は段々請

求しなくなる，この傾向は，少なくとも大阪地裁ではどの裁判長もよく言って

います。これはまず大きな変化かと思います。本題に戻りますと，大阪地裁は

先ほども申しました通り自白事件，特に標準的自白事件がとても少ないので，

自白事件の人証化というのも，やりたくてもそもそも自白事件がありませんと

いうのが実情です。ただ，先ほどもお話しました責任能力については，これは

争いがなかったとしても，精神科医の先生に来て頂いてプレゼンテーションを

していただくという方法が，おそらくほとんどの部でも行われていると思いま

す。わかりやすい立証，あるいは直接主義，口頭主義の徹底という観点から，

重要な証拠については，書証では調べないという運用が増えているかとは思い

ますが，書証と人証との適切なバランスをどうとるかという点については，固

まった運用がないのが現状です。 

太田：ちょっとお尋ねしますが，今お聞きして意外に思ったのは，検察官が，2

号書面にあまり頼らなくなった，また，被告人の自白調書もあまり出さなくな

ったという点です。証人が検察官調書の通り供述してくれたり，被告人質問で

自白調書どおりの供述が得られたりすればこれらの調書が要らなくなるのは当

然ですが，実際の裁判では，調書の内容を全否定することまではしなくとも，

かなり供述を後退させるようなこともあると思います。そのような場合でも，

検察官は，従来なら取調べを請求していた 2 号書面や自白調書を請求すること

が少なくなった，ということでしょうか。そうすると，検察官は，後退した供

述に対して，公判での尋問で弾劾するわけですか。例えば「あなたは今そうい

                                                        
14)

 刑事訴訟法第 321 条 1 項 2 号に基づく書面をいう。 
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うことをおっしゃっていますが，検察官に対しては取調べの際にこういうこと

を言ったのではないですか」，「言ったことは言いました」などとのやりとり，

これで賄ってしまうのですか。それで事実認定には支障がないのでしょうか。 

河原：支障があることはかなり少ないのではないのでしょうか。  

太田：決定的な障害にはならないということですか。 

河原：そうですね，それがために有罪認定ができないといったことまでの経験

はありません。  

太田：つまり，2 号書面を使わない限り立証が不可能という事件は別として，供

述が少し後退したので検察官がいわば安心のために足らないところを 2 号書面

で賄うといったことは減ったということでしょうか。要するに，立証に，根本

的，重大な影響がない限りは，できる限り公判の尋問で弾劾して，裁判員に心

証をとっていただいて，公判では嘘をついているなといった心証を裁判員がと

ってくれたと思えば，検察官はそれ以上深追いといいますか，2 号書面に過度に

頼るということはしなくなったということですね。 

川上：まさに新しい時代の核心司法における証拠調べの在り方，重要な点では

ないでしょうか。従来の精密司法型ですと，太田先生もおっしゃった通り，裁

判所も不安ですからそこまで調べていたのではないかと思います。 

中川：乙号証もあまり出てこないというのは，被告人質問をやって，それで立

証が足りるということでしょうか。 

河原：これは検察官が出してきても，裁判所ではねている例もかなり多いので

はないかなと思います。  

中川：却下しているということですね。 

川上：昔は 2 号書面の採否を巡る攻防というのは，争いのある事件ですとほぼ

例外なく焦点になっていたと思いますが。 

中川：乙号証でも最初の請求証拠には書いてくるのでしょう。 

河原：それも多くありますが，そもそも請求してこないような事件もあります。  

中川：それが少し意外でした。 

太田：従来なら請求していたけれども，裁判員裁判になってやらない例も増え

ているということでしょうか。 

河原：そうですね。 

伊藤：乙号証の取調べと被告人質問の順序については，だいたい被告人質問先
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行になります。そうすれば，検察官も被告人質問で弾劾が済んでしまったと思

えば，調書はもういいですといって請求していても撤回します。むしろ弁護人

の方が，同意して信用性を争っているようなときに，一部には有利なこともお

そらく書いてあったと思うのですが，検察官が撤回してしまって，梯子が外さ

れたとおっしゃっていたことがありました。 

太田：先ほどの弁護人の方が，被告人の現段階の供述よりも，捜査段階のある

時期に被告人の弁解に沿う調書があるから弾劾証拠として出すと，そうした場

合いわゆる教科書事例的ですが回復証拠として検察官の方が検察官寄りの調書

を出すといった攻防もないのですか。 

河原：そうですね，そのような例は見たことがありません。  

太田：では，弁護人が請求するのは採用するということでしょうか。 

河原：これも色々な運用があるのではないかと思いますが，少なくとも大阪地

裁では，弁護人による弾劾証拠の請求が多いということは間違いないかと思い

ます。  

川上：大阪の場合は弁護人の方が書証に過度に依存しているかどうかは別とし

て，従来型の立証をお考えになっているのではないかということでしょうか。

今の問題に関連するのですが，例えば 226 条とか 227 条とか，今般，若干要件

が緩和されたわけですが，この種の書証の活用はいかがでしょうか。証人尋問

調書等の書面が出てくるということはあるのでしょうか。 

河原：多くはないですが，当部で担当した事件で請求された事例はあります。

ただ結局，公判供述で賄えたということで，検察官は撤回されました。  

下津：私が担当した事件の中では，今回の改正が狙いとしているような事例は

なく，外国人が強制送還でいなくなってしまうので保全のために行ったという

例はあります。 

川上：書証をめぐる問題について議論していただきました。証拠物については，

例えば血の付いた凶器などは，そのまま裁判員の方に見ていただくのではなく，

ケースに入れて展示するといった工夫がされているようですが，そのほかの証

拠物の取り調べ方法についての工夫や，従来の証拠物の取り調べ方法との違い

などで，創意工夫されている点がありましたらご紹介いただきたいと思います。 

河原：やはり裁判員への心理的な負担ということと，他方その心理的な負担が

あるということは逆にいうと心証が掴みやすいということと裏腹ですので，ど
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この範囲までやるべきか，ということは難しい問題です。最近大阪地裁でも関

連性の議論など法律的な問題として議論しまして，どの辺りまでを調べるべき

なのか，あるいは調べられるのかということは，色々な議論がされております

が，裁判官によってかなりスタンスは違います。  

川上：例えば，私が以前，裁判官時代に経験したことですが，殺人事件で被害

者の生前の姿を写したアルバムを，検察官が情状立証ということで請求し，弁

護人もあえて争わないので証拠として取り調べた例や，プロジェクターを使っ

て法廷で映像を映し出したりしたことがありました。こうした証拠調べという

のは裁判員裁判においては色々な点で裁判員の方に与える影響が大きいのでは

ないかという気がするのですが，そうした事例はありますか。 

河原：写真だけでなく，ビデオに音楽をつけてドラマ仕立てのようにしたもの

が請求されたので，これについてはさすがに音楽はやめて下さいといった例な

どが研究会で報告されています。  

川上：それでは，次に証人尋問と被告人質問，人証に対する取り調べです。こ

れは証人尋問ですから，原則的には書証が不同意になって，検察官が主尋問さ

れる例が圧倒的に多いと思いますが，証人尋問の技術上の問題も含めて裁判所

の方からご覧になってお感じになる点がございましたらご紹介いただきたいと

思います。 

河原：検察官は，最近は必ずしも 2 号書面をそもそも請求しないということを

前提として，争点に即した質問をされる方が増えてきていて，上手になってい

るなというふうに思います。弁護人も，冒頭陳述で重点を置かれた主張をかな

り強調して尋問されているな，上手だなと思う方もいらっしゃいます。証人尋

問は難しいです。今でも，記録を読み返して一番読みたくないのは自分の補充

質問です。なんでつまらないことを長々と聞いているのだろうということは，

この歳になっても思います。そういう意味では当事者はすごい方が多いです。  

川上：裁判所の補充尋問の難しさを語っていただきましたが，裁判所の場合は，

ある意味ではやむを得ないのかなという気がいたしますが，東京地裁ではいか

がでしょうか。 

下津：河原部長がおっしゃっている通りでして，尋問の巧拙が裁判員の心証形

成に与える影響は非常に大きいのかなという気はしております。当然印象だけ

で判断しているわけではないのですが，やはり端的な反対尋問は，証人の信用
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性の判断にかなり影響を及ぼしていると思います。尋問技術の向上というもの

が当事者に強く求められていると思います。 

川上：それでは，検察官の立場からいかがでしょうか。 

太田：証人尋問の技術を磨くことが当事者にとって重要ですね。大阪で若手検

察官が担当する裁判員裁判を傍聴して，時々ワンポイントでメモ出しをするな

どして指導していたのですが，若手の検察官の尋問技術は，やはりまだまだだ

なあ，という感じが強かったです。例えば正義感旺盛な若手検察官が，証人や

被告人に対し，尋問というよりも追及になってしまっているということがあり

ます。時には若い検察官がカッカとして裁判所や裁判員をほったらかしのよう

にして，証人や被告人との間で言い合いになって水掛け論になってしまう，こ

れは最悪な尋問です。敵性証人に対して，あるいは被告人に対して，こちらに

有利な証言を引き出そうとか，法廷でも自白させようとかいうことは，土台無

理なのです。法廷は追及の場でなく審理の場であって，淡々と相手の供述の不

合理な点を浮かび上がらせるような，効果的な質問をしないとだめだと思いま

す。また，反対尋問は深追いしてはだめです。反対尋問はどこまで聞いてどこ

でやめるか，尋問の展開を常に予測してやらなければならない。そういった意

味でアメリカの法廷というのは，その辺の証人尋問の技術の攻防合戦ですが，

まだまだ日本はそこまでいっていないという印象を受けます。もちろん，岡目

八目という言葉のように，かくいう私が模範的な尋問ができるかどうか，自信

はありませんが，当時私は，このような視点で若手検察官を指導していました。

私は，この 2 年の間に検察庁全体で，検察官の証人尋問の能力がどれくらい向

上しているのかどうか，若干心配しているのですが，裁判所からご覧になって，

相変わらず下手な尋問が多いのか，それなりに向上している，若手でもいい尋

問するなというのが増えているのか，いかがでしょうか。 

河原：一般的にいって，いい尋問をする方が多いと思います。しかしこれもど

うしても人それぞれです。  

下津：尋問技術という観点とは違うかもしれませんが，検察官の中には手元に

ある調書の内容の再現という意識がまだ残っているのかなという気がしており

ます。調書の内容が出てこないとちょっと焦ってしまうというか，追及できな

くなってしまうというか，そういう様子が垣間見えることがあります。その辺

の意識を変えていく必要があるのかなというのが個人的な感想です。 
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川上：弁護人の立場からいかがですか。 

清水：尋問技術という意味でいえば，弁護人よりまだ検察官の方が上手だと思

います。しかし我々弁護士の仕事は，誰かさんと対面してその相手からいかに

情報を聞き出すか，その技術を磨くことが常に必須の職業だと思います。弁護

人と被告人の二人だけでやり取りして，お互いわかっている，という状態では

まだ駄目で，その二人のやり取りが，裁判員から見て理解できて頭に入ってい

く，興味のあるやり取りをしているなというレベルに持っていく必要があると

思います。ですから私も第 1 号の模擬裁判をやって，DVD に録画されている映

像を見ますと，なんて下手くそなんだと思うわけです。技術面でいえば，人か

ら見て自分がやっていることはどう見えるのかということを，客観的に見て反

省しながら，技術を磨くということになると思います。また，どれだけの情報

を引き出せるかということについては，こちらもしっかりと基礎的な情報は頭

の中に入っていてすぐにどこからでも取り出せるという状態，極端なことをい

えば，尋問する相手の証人よりも事実関係は自分の方がよく知っているんだよ

というぐらいのレベルで，更に裁判員にその事実関係がよくわかるように伝え

ていく，そういういった力を磨いていかないといけないと思います。 

川上：裁判官裁判の時代には，大型の否認事件などでは，例えば検察官の主尋

問だけで全 1 日，全 2 日必要，反対尋問も同じだけ時間が欲しいという例も決

して少なくありませんでした。裁判員裁判ではそうした長時間の尋問を行わな

ければならない事件はないと思いますが，それでも事件によっては主尋問だけ

でも相当程度時間がかかる事件もあるのではないかと思います。その辺りの実

情はいかがでしょうか。 

河原：概して主尋問は最大で 60 分くらいではないかと思います。裁判員がある

程度集中して聞ける時間はどのくらいか，検察官，弁護人ともにお考えになっ

ておられるので，3，40 分くらいでというふうに言われることが多いように思い

ます。  

川上：私の経験では，主尋問が 60 分だとすると，主尋問と同じだけ時間が欲し

いとおっしゃる弁護人が大勢おられたのですが，反対尋問はどうでしょうか。 

河原：そうですね。そういう方が今でも多いとは思いますけれど，蓋を開けて

みると主尋問・反対尋問ともに比較的短く終わることも少なくないです。最終

段階での公判前整理手続で，本当に争いのないところを更に詰めていっている
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ことも，ポイントを絞った尋問がされている一因だと考えています。  

川上：それは公判前整理手続の運用の実務の知恵がそういう形に結実してきた

という理解でよろしいのでしょうか。伊藤裁判官，何かお気づきの点はありま

すか。 

伊藤：そうですね。弁護人側から弾劾調書の朗読が証人尋問の際に行われる場

合がかなり多いというのを問題意識として持っております。最高裁の判例15)は，

電車内での強制わいせつ事件の審理における被害者の証人尋問において，捜査

段階で撮影された被害者による被害再現写真を示して尋問することを許可した

措置に違法はなく，証人に示した被害再現写真を証人尋問調書に添付（刑訴規則

49 条）することは適切であり，証言で引用された限度において被害再現写真は

証言の一部になっていると認められるなどと判示していますが，弾劾調書を示

して公判調書添付を行った場合，事実上の影響力が無視できず，伝聞法則の趣

旨に抵触しないだろうか考えさせられることもあります。その辺りは問題意識

を持っていますが，人証そのもので分かりにくくなったということはありませ

ん。ただ，裁判員裁判における人証という点では，むしろ裁判員裁判ですと法

廷で色々なものを示したり動作したりということが多いのではないかなと思い

ます。その際調書に残しにくいと言って書記官が困っているという場面はよく

見ます。 

中川：証人尋問は，録画しているのですよね。それを見ればいいから，いちい

ち調書に言語化しなくてもよいという発想はないのですか。 

伊藤：法廷を録画しているカメラも映る範囲が限定されていますので，大きい

動きをしようとしたり，あるいは物を必要とした動きをしたりすると，必ずし

もあのカメラでは撮れないということも多いのです。そうすると，写真で撮ろ

うかということになるのですが，単なる動作であれば問題はないのですが，静

止画では表しにくいものもあります。動作も含めてプレゼンテーション的なも

のをどう調書に残すべきか，というのは法曹三者が考えなければならないとい

う問題意識は持っております。  

川上：非常にいいご指摘を頂いたと思います。例えば，従来の証人尋問や被告

人質問ではその場で身振り，手振り等を行った場合には，裁判長は，必ず言語

                                                        
15)

 最決平成 23 年 9 月 14 日刑集 65 巻 6 号 949 頁。 
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化，文章化していましたね。 

伊藤：それは現在もやっております。ただ，法廷で直接証人を見聞きしている

裁判員にとってわかりやすいことも重要ですが，記録されたものだけで判断す

る高裁にとってもわかるように，動作を言語化するという意識を持ち続けなけ

ればならないと考えています。記録からの印象と法廷での印象という点に関係

して，例えば取調べを録音録画した DVD 等が活用されるような場合もありまし

て，裁判員に対する事実上の影響力というものを踏まえると，若干気にはなる

ところです。 

川上：今の点ですが，捜査段階の被疑者の供述を録画しているので，それを実

質証拠として取り扱うという趣旨でしょうか。 

伊藤：私が経験した事例は違います。乙号証の任意性の立証のため使われまし

た。しかし，そうはいっても，被告人が取調室でこうやって話しているという

生の姿が映されてしまいます。法律的にはそれは実質証拠ではないとはいえ，

事実上の影響力を果たして無視してよいのか，というところは若干気になると

ころです。 

中川：同意書証についても証人尋問をやった方がよいかという点について，東

京なり大阪なりそれぞれにどのようなお考えがあるかをお聞きしたいです。 

下津：裁判官の意識は，自白事件であっても，やはり量刑の判断の分かれ目に

なるような重要な事実に関する証人は調べるべきであるという考え方になって

きていると思います。ですので，当事者には証人尋問の実施にはご協力頂きた

いという形で公判前整理手続の中で働きかけをしているところです。当初は証

人の負担等を重視して抵抗されることも多かったようですが，裁判所の問題意

識を理解して頂いて，性犯罪の被害者のような場合はともかくとして，取調べ

可能な証人については証人尋問で立証するという形の立証活動が徐々に広がっ

ているように思います。 

川上：それでは大阪地裁の実情をお願いします。 

河原：下津判事のおっしゃる通りです。重要な事実については証人調べをしよ

うという裁判官が多いと思います。ただ，最近は刑訴法の学者から，当事者主

義との関係で，理論的な問題もあるのではないかという問題提起もされていま
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すので16)，研究会の場では活発な議論もあります。  

太田：この問題は，捜査に携わった立場からすると，やはり悩ましいのは，捜

査で色々な第三者の方の協力をいただくときに，裁判にも出て証言しなくては

いけないというのは非常に心理的な負担になるということです。そのようなと

きに，「それは最終的には裁判所が判断することであり，また弁護人の対応ぶり

いかんによりますが，私どももできる限り，貴方に二重の負担をさせないで済

むよう努力しますから，なんとか協力していただけませんか」というお願いを

して，やっと重要な参考人から供述を得られるという場合もあります。特に，

性犯罪の被害者にとっては，捜査段階で何度も呼び出され，公判でも証言させ

られということが，二重三重の負担となり，深刻な問題です。先ほどの心理的

負担が大きいという点はビデオリンクや証人遮蔽等の措置によって相当カバー

されるとは思うのですが，捜査官としては，やはり裁判員裁判における直接主

義，口頭主義の重要な意義をできる限り活かさなければならないという要請が

あり，両者をどのように調和させていくかということが，重要で，また難しい

問題でもあります。 

 

５ 論告・弁論について 

川上：それでは，証拠調べのエンディングとしまして，弁論手続です。当事者

の弁論が適切に行われているかどうかというところから，裁判所からご覧にな

っていかがでしょうか。 

河原：次の評議，量刑とも絡んでくるのですが，弁論の内容についてお話しま

す。およそ執行猶予は考えられないが，法律上は執行猶予が可能である殺人事

件等において，弁護人から，執行猶予相当であるという科刑意見が述べられる

ことがあります。裁判官としてはさほど違和感を持っていないのですが，裁判

員から「反省もしてないのですか」「弁護士まであんなことを言うとはなんです

か」というふうな感じで受け止められることが割に多いです。そのような場合，

量刑評議をしていると，言ってみれば針が逆にブレるっていうのですか， 結構

重い方向に議論が進んでいくようなことを時に経験することがあります。  

下津：現状についての報告ということからすれば，冒頭陳述の場合とほぼ同じ

                                                        
16)

 川出敏裕「裁判員裁判と証拠・証明」論究ジュリ夏号 53 頁（2012 年）等。 
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なのですが，A3 あるいは A4 の用紙 1，2 枚程度のものをメモとして配布した上

でなされる例が多いようです。裁判員裁判における特徴としては，後ほど議論

される量刑検索システムを踏まえた形の求刑，更には弁護人の方の量刑意見が

出てくるということがあります。 

太田：論告も長く詳しいのが良いとは限らない。必要なポイントについて，簡

にして要を得た論告ということですね。そういった意味では若い検察官は IT 機

器の使い方が上手ですから，アナログ人間の私ではとてもできないような，大

きい文字と小さい文字を使い分けたり色を混じえたり，かなり上手に論告を作

成していると思います。先ほどの証人尋問の技術の進捗度と比べたら，若い人

はそのような分野には長けているということがいえるように思います。 

清水：裁判員にどうやって説得的に弁論を行うか，というのはまた裁判官裁判

とは違うところに気をつけないといけないと思います。否認事件の事実関係の

争いといったところとかはそれほど変わらないのでしょうが，情状に関しては

かなり裁判員の感覚と従来の裁判官の感覚と，異なってきていると感じます。

したがって，先ほど話に出てきた量刑検索システムの従来型の裁判例をそのま

ま持ってきてよいのかという点は疑問に思っています。なぜなら，性犯罪の量

刑が重くなってきているように，量刑に占める色々な諸事情の重みが，変わっ

てきているように思います。裁判員が考える量刑事情というものを弁護人も情

状弁論のときによく考えて主張しなければ，先ほど言われたように「とんでも

ない」という感想を持たれ，逆効果になってしまいます。我々弁護人は，従来

であれば前科前歴がないことは良い情状だと，疑いもなく主張していたのです。

しかし，裁判員の目から見ると「そんなの当たり前じゃないか」「どこに良い情

状があるのか」と考えるようですので，そういったところも含めて弁護人側も

色々なケースを研究しながら裁判員の説得をしなければならないと思っており

ます。 

川上：今の清水先生のお話は，法律家と一般市民との意識の差があるから，そ

このところを意識した論告・弁論が大切だということになりましょうか。 

裁判員対象事件では，被害者が参加して意見を述べることが少なくないので

はないかと思いますが，被害者参加をめぐる問題点，あるいは実情についてお

話しいただきたいと思います。 

河原：私の経験では，割に裁判員は，被害感情について冷静に受け止めておら
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れるかなと認識しております。 

下津：私の経験した例では，被害者参加人の方がエモーショナルな反応を示す

ということもありませんでしたので，特に問題はありませんでしたし，他の部

においても，被害者参加人のために審理・評議に問題が生じたという例は聞い

ていませんので，概ね適正な運用がなされているのかなという印象です。 

川上：制度設計の段階では，これに賛成する立場と反対する立場があり，法廷

が復讐の場になるといった意見もあったところですが，当初の危惧は杞憂に過

ぎなかったという理解でよろしいのでしょうか。 

下津・河原：はい。 

 

 

Ⅳ 評議・判決について 

 

１ 評議の実情について 

川上：続いて評議・判決に入りたいと思います。まず，評議の点ですが，これ

は外部からは全くうかがい知れないところです。今日は現役の裁判官がお三方

いらっしゃいますので，個別の事件を離れて，一般的な評議の実情についてご

紹介いただければと思います。 

河原：今，評議というのは，評価型といわれているのですが，検察官の論告に

対して，弁護人の弁論を検討しても，合理的な疑いがないかどうか考える，と

いう姿勢で臨むというやり方で，基本的にはほぼ統一されているのではないか

と思います。事実認定については，この証拠からみて合理的あるいは，常識的

にみてこういう事実がいえるでしょうか，常識的にみて疑問が残るでしょうか

という議論は割によくできると思います。また，量刑事情についても，いろん

な量刑事情について，こういった犯情が良くないとか，一般情状としてこうい

うところが良いとかそういう議論もよく出てきます。ただ，最後，量刑の段階

で，ポイントとしての具体的な量刑として懲役何年がいいと思いますかという

段階になると，途端に裁判員の口が重くなるということは，どの裁判官も経験

してくるところと思います17)。ある意味では当たり前のことなのですが，事実を

                                                        
17) 司法研修所編『裁判員裁判における量刑評議の在り方について』（法曹会，2012 年）24 頁。 
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認定した上で，最終的な点としての量刑に結びつける段階での評議は，なかな

か難しいと考えております。  

伊藤：一般の方も，事実認定に関しては，常識というところが要になりますの

で比較的難しくないようです。実際に，裁判官独自の事実認定手法などという

ようなものがあるために，裁判官と裁判員で，経験や考え方がかみ合わないと

いうことは経験したことはありません。法律概念についていえば，殺意に未必

の故意も含まれるかどうかなどのように，世間一般の言葉とずれる概念という

のがありますので，そこの説明をどうわかりやすくしようかというところで苦

労があるときはあります。ところが，法律のあてはめも，結局は，認定できる

事実が前提ですし，説明しなければならない法律概念も，認定できる事実から

すれば自ずと限られます。結局は，基本どおり，つまり，事実を認定して，事

実に即した概念説明をすれば，最終的に有罪無罪を決めること自体がそれほど

大きく問題となったことは，あまりないかなという印象をもっています。とこ

ろが，量刑になってくると難しいことが多いです。法律家としては行為責任主

義だとはいっていますけれど，「じゃあ，それって刑法の何条に書いてあるので

すか」，「どうして従わなければいけないのですか」と言われたこともあります。

あるいは，法律家からみれば重要な情状事実について，その人からしてみれば

そんなことは重要ではないという裁判員に対して，こういう点に目をつけなさ

いとはもちろんいえないはずなので，そういった意見をどのように集約してい

くのかは悩ましいところという感じです。あと，当事者の意見について申し上

げると，長い弁論とかで，どこか一か所信用できないという結論になった場合，

その他の部分についても，見てもらえないということにならないようにしない

といけないと思っています。その 2 つは関係ないのに，なんでこっちがネガテ

ィブだったらそっちもネガティブに考えてしまうのですかというように，裁判

員の考えを伺うなどして，少し注意を払ったりすることはあると思います。  

下津：お二人の話とはちょっと違う観点からお話をしたいのですが，先ほど太

田先生から司法制度改革の議論の中では日本人は議論ができるのかという懸念

があったとのご指摘がありましたけれども，それは本当に杞憂であったという

気がいたします。太田先生のご指摘の通り，裁判員は非常に真面目に裁判に取

り組んで，自分に与えられた使命に対して本当に真摯に向き合っておられまし

て，評議で意見が出なくて困ったということはありません。また，施行前には，
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裁判官が結局リードして，裁判員をいいなりにするのではないかというような

意見もありましたが，それも杞憂であったと思います。裁判員の方には自分の

実体験に基づいた，斬新な意見を言っていただいています。裁判員裁判を担当

している裁判官は，裁判員の意見に目を開かされる思いを日々感じていること

だろうと思います。そういうことからしますと，私は非常に充実した評議がな

されていると思っています。 

川上：下津先生のご指摘された点は，裁判員の方のアンケート18)を見ても，充実

した良い評議ができた，自分の意見を十分に言えたという感想が圧倒的に多い

ですが，これに裏付けられているという感じでしょうか。 

太田：その点で，私は長野勤務当時の 6 回の模擬裁判を始め，多数の模擬裁判

を傍聴したのですが，模擬ですから評議の場面もモニターで見ることができま

した。当時の議論の中には，裁判官が議論をリードすることに対する警戒心が

強く，それをさせまいとする論調が強かったように思います。そのためか，あ

る模擬裁判では，裁判官がそのような意見に過剰反応されたのか，裁判員に自

由になんでもお話し下さいという感じで対応されるため，ある論点を議論中に

別の論点に関する意見が出てきたり，積極的に長く何度も発言する人と，遠慮

してほとんど発言しない人との差が出たりして，議論の収拾がつかなくなって

時間切れになる例もありました。他方，ある模擬裁判では， 裁判官が非常に適

切に議論の交通整理をされました。裁判官が自分から先に意見を言うことはせ

ず，論点ごとにはじめに裁判員全員に発言を促し，ときどきそれらの意見が今

やっている争点と関連しないものである場合には，「その点は重要だけれど，次

の争点に絡むのでその時に議論しましょう」という形で非常に上手に交通整理

をされ，限られた時間で必要な論点についての議論を尽くすことができ，私は

感心させられたことがあります。私は，「ブラックボックス」との評価もあるア

メリカの陪審制度の持つ弊害に日本の裁判員制度が陥らないためには，裁判官

による適切な議論の交通整理が非常に大事ではないかと思っています。裁判官

が適切な議論の交通整理をすることと，裁判官が評議の意見を一定方向にリー

ドすることとは全く異なるのであり，そういう意味では，裁判官が審議を適切

に整理することに対する過剰な批判は，私は決して妥当ではないと思っていま

                                                        
18)

 最高裁判所・前掲注 3）21-22 頁，前掲注 6）79-80 頁。 
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す。 

川上：評議は基本的には裁判長が主宰することになっていますが，一番裁判員

の立場に近い立場，例えば伊藤裁判官のような左陪席裁判官の方が適宜意見を

述べるということは，太田先生のおっしゃる交通整理の意味でも大切ではない

かと思います。こうした点の運用上の工夫など，何かおやりになっていること

がありましたら，ご紹介いただけたらと思います。 

河原：これといったこともないのですが，検察官が先ほど論告で主張されたま

ずここから議論していきましょうと，「この問題，これについて弁護人はこう言

っていましたね」「そこはどう思われますか」という感じで評議を進めていけば，

みなさん意見は言ってくださいます。このような評議をしていけば，裁判官が

裁判員に押し付けるなどという問題は起こらないと考えています。  

 

２ 量刑検索システムの利用について 

川上：次に量刑の関係です。最終的な宣告刑の決定にあたっては，裁判員の方

もすぐには意見が出てこないというお話がございましたが，法定刑は決まって

いる，処断刑もおのずと決まってくる，そうすると最後はピンポイントで懲役

何年が相当なのかということになるわけです。量刑につきましては裁判員裁判

が始まるというので量刑検索システムが整備され，これが相当程度実務でも活

用されているという報告もございます。最近の実情をご紹介いただきたいと思

います。 

河原：量刑検索システムは評議には必須かと思います。我々も一応，裁判員に

色々議論していただいた上で，似たような事例については，一応量刑データの

集積があるんですけどご覧になりますかという形で問いますと，今まで見たく

ないといわれたことはございません。ただ，3 年目の検証の結果19)にも出ていま

す通り，裁判官だけの時代の量刑に比べて，強盗致傷あるいは性犯罪等の量刑

は一段程上がっているというのは実際の評議でもよく感じるところではありま

す。  

伊藤：量刑検索システム自体は字が小さいうえ，分量も多く全部読むわけにも

いかないので，何を裁判員にお示しするのかというセレクトは難しいところで

                                                        
19)

 最高裁判所・前掲注 3）22-23 頁，前掲注 6）83-90 頁。 
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す。しかし，基本的にはすごく有用なツールだろうなというふうには考えてい

ます。裁判員の方も，やはりいくら検察官が求刑意見を言って，場合によって

は弁護人から科刑意見が出たとしても，じゃあ具体的な数字でといわれたとき

に，なかなか答えが出ないものですので，やはり前例というのは大事なのかな

というところがございます。 

川上：弁論でも量刑検索システムはご利用になっているのでしょうか。 

河原：踏まえておられるのではないかなと思われる例はございます。 

下津：私の例では，弁論メモに量刑検索システムの分布のグラフを添付されて

いる方もいらっしゃいました。 

中川：じゃあ，弁護人も量刑検索システムにアクセスできるのですね。 

下津：はい。細かいことをいえば，量刑検索システムをどういう形で示すかで

すとか，示す内容ですとか，その点についてはいろんな意見があると思うので

すが，量刑検索システムが量刑評議を行う上で有用な手段であるというのは裁

判官の共通認識だと思います。ただ，注意しなければならないのは，グラフに

よって示される量刑の分布があたかも一種の拘束力をもった規範のようなもの

であると受け取られることがないように注意しなければいけないと思います。

この分布でいくと 7 年がピークですから，7 年が基準ですねみたいなリードはす

るべきではないと思います。 

川上：量刑検索システムがうまく活用されているというお話でした。これは，

裁判員の方が持っている公平感，自分はこの被告人は相当悪い人だと思ってい

るし，厳しい処罰でよいと思う，しかし，そうかといって同じようなことをや

った人に比べて，極端に厳しいのはやはり問題ではないかと，妥当な結論を得

るために裁判員の方は悩まれるようです。そういう意味で，量刑検索システム

は裁判員の方のニーズにマッチしたツールとして，大いに活用されているとい

うことになりましょうか。 

 

３ 量刑傾向について 

川上：先ほど河原判事から量刑傾向について若干ご紹介いただきましたが，裁

判員裁判における量刑傾向はいかがでしょうか。最高裁の検証報告書20)にもデー

                                                        

20)
 前掲注 17）。 
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タが示されております。ある程度予想されたことといえるのか，あるいは若干

予想に反していたのか。なぜ従来の裁判官裁判と量刑傾向で違いが出てきたの

か。その辺の問題について河原判事いかがでしょう。 

河原：先例と比べて，公平かということは比較的気にされない方が多いのでは

ないかというのが私の印象です。いくつかの評議で「この事例についての量刑

が今までこれぐらいの枠の中にあるということは分かります。でもそういうの

を変えるために裁判員裁判があるのではないですか」というふうなことを言わ

れたことがあります。それは一回ではございません。我々裁判官も裁判員裁判

が始まった趣旨からすれば，今までの量刑傾向というものをかなり幅広く考え

ていかなければいけないなと思っております。また，控訴審からも破棄されて

くることがほとんどありません。控訴審の裁判官に聞いても，ここはストライ

クゾーンを広く取らなきゃいけない，と言われています。  

川上：控訴審の裁判官もストライクゾーンを広くとって構えているということ

ですね。下津先生いかがですか。検察，弁護の立場からもお願いします。 

下津：報告書で分析されているところはその通りなのだろうと思います。自分

の関与している件数から全体的な傾向についてコメントするのはなかなか難し

いのですが，やはり分布は広がっているでしょうし，今までの裁判官だけのと

きの量刑とは変わってきているというのはあるでしょう。 

太田：一口でいえば裁判員裁判の判決は，重かるべきは重く，軽かるべきは軽

く，ということが相当鮮明に出ていると思います。検察官の求刑と同じかそれ

を上回る判決も少なくない。性犯罪については従来よりも厳刑化の傾向がある

反面，市民感覚からして同情を禁じ得ず，また被告人の更生を期待するような

事件では，執行猶予率が高く，保護観察をつける執行猶予は増えています。私

が大阪勤務当時，ある管内の裁判所で，介護疲れの夫婦間の殺人事件で，いく

ら介護疲れが原因であったとしても結果は重大ですから，従来の感覚からする

と実刑相当事案で，もし執行猶予だったら検察官控訴となるであろうと思われ

たのですが，結果は保護観察付執行猶予判決であり，裁判員裁判だということ

で検察官控訴せずに確定した事案がありました。裁判員裁判における検察官控

訴案件は非常に少ないですし，最近若干増えたということも指摘されています

が，それでも制度実施以前よりは遥かに減っていることは間違いないと思いま

す。 
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清水：弁護人の立場からすれば，重罰化は歓迎しない部分ではありますけれど

も，ただ，言われたように一般の感覚を裁判に取り入れるという意味からすれ

ばやむを得ないのかな，という気もします。また，それはその事件の弁護人の

努力不足じゃないかという気もしないでもありません。どういう要素が絡んで

いるのか，ちょっと私も個別事件に関与していないのでわかりません。被告人・

弁護人の立場からすれば，先ほど川上先生が公平感とおっしゃったけれども，

法的安定性，すなわち世の中は動くけれども，裁判所はその動きの最後に追随

すべきだという安定感が必要だと思います。同じような状況下の同じような行

為についてはできるだけ保守的な量刑，それを目指すということも，裁判員制

度に反発するような意見かもしれませんが，それも大事かなというふうに思い

ます。 

伊藤：一般論なのですが，裁判員の方は，「仮釈放の実態はどうなっていますか」

と聞かれるなど，行刑にすごく興味を持たれている方が多いです。一方，実態

と異なった事実をおっしゃる方も少なくありません。「私たちが判決しても 3 分

の 2 で出るんじゃないの」，「無期懲役なんて 20 年で出てくるんじゃないの」と

いった具合です。そういった行刑の実情について非常に関心を持たれる方が多

いのは，裁判員の皆さんが，量刑に対して責任を感じておられることの表れだ

ろうと思います。我々裁判官も，最近の制度の実情等については犯罪白書等を

読んで勉強しないといけないな，というのは日々感じているところではありま

すし，事件によっては検察・弁護の方々にも，行為責任主義に付加する要素と

して，行刑の実態を踏まえた主張をしていただいた方がいいこともあるかもし

れないなということを補足させてください。 

川上：今の点については，制度設計の段階から裁判官の心構え的な，従来とは

違うのだということがいわれていたように思いますが，特に裁判員裁判をメイ

ンに仕事をされていると，そうした感覚が生まれてくるということでしょうか。 

 

４ いわゆる「手続二分21)」について 

川上：規則では 198 条の 3 に規定が置かれているだけですが，裁判員裁判が始

                                                        
21)

 手続二分とは「起訴状に記載された犯罪事実の存否に対する立証の段階（罪責認定手続）」

と「有罪と認定された被告人に対する刑の量定の為の情状立証の段階（量刑手続）」を分離す

るという考え方をいう。 
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まってから，改めて手続二分論ということが研究者の一部で強調され，実務家

の中にもこれを推奨する論者がおられるようです。その一方で必要性が果たし

てそれほどあるのかという批判的な議論もあるようです。そこで，実際に裁判

員裁判をご担当になっている立場から，手続二分論についてお伺いしたいと思

います。まず大阪地裁の実状をご紹介ください。 

河原：手続二分論で審理された例も報告されています。しかし，純粋な手続二

分論を実践する裁判官は少ないのではないかと思います。  

伊藤：当部で経験したことがあるものですと，自白事件で，弁護人の方から罪

体に関する被告人質問と情状に関する被告人質問を分けてやってほしいという

申し出があって，やったことがあります（刑訴規則 198 条の 2 参照）。ただ，特に犯

情というのは最大の量刑事情でもありますので，じゃあ情状のところでは「今

深く反省しています」ということだけ言わせるのですかってことになってしま

う。被告人質問を聞いても，むしろ分かりにくくなった感もあるのではないか

というところではありました。弁護人の方が，情状で特に悪情状に関するもの

を罪体の前に出されると，裁判員が有罪の心証を持つのではないかと懸念する

ところは，特に否認事件だとあり得るところかなと思いますので，配慮の方法

として，二分論あるいは二分論的な運用はあり得るところかなと考えています。 

川上：この点について検察はいかがでしょうか。 

太田：アメリカの陪審と違うのは，アメリカの場合は評議に裁判官が入りませ

んから，陪審員が被害者の悲惨な被害状況を見て，それに対する情緒的な反応

が評議を支配してしまうことがあるともいわれています。このような制度では，

陪審は有罪か無罪かだけを判断し，量刑については，有罪となった場合に，保

護観察官が量刑調査報告を行い，量刑ガイドラインに沿って裁判所が量刑判断

をする，という手続の二分に必要性と合理性があると思います。しかし，その

意味では，裁判員制度は豊かな経験のある裁判官と一般市民が協働しているこ

と，また，工夫された多数決方式により，一部の極端な意見が量刑を左右する

ということは制度的に防止されています。そのためにも先ほど述べたような裁

判官による適切な議論の交通整理が重要でしょう。そのような観点からは，手

続の二分は，陪審制度の場合ほど不可欠なものではないと思います。ただ，量

刑面の証拠が，事実認定における裁判員の判断に影響を与えないよう，証拠調

べの手続は出来る限り分けられるべきことは当然でしょう。私が二分論につい
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てよくわからないのは，論文等を見ますと，一旦事実認定をして，中間評議，

中間評決ですか，そこでもし無罪となったらそれ以上先に進まない。有罪の判

断がなされて初めて量刑についての審理を行うということのようですが，そう

すると，情状の審理に入った途端に，もうこの裁判体は有罪の判断を既にして

いるということが見えてしまうのではないのでしょうか。その点を，二分論者

はどのように考えているのでしょうか。 

河原：そのようなことがあるので，裁判官の多くが，純粋な手続二分論にふみ

切らないところがあるのではないかと思っております。  

中川：現行法は，二分論を前提にしていないわけですが，おそらく弁護人サイ

ドで考えられていることは二点あるようです。一点目は，偏見を抱くのではな

いかという点。例えば，これは裁判官裁判の時代からあったわけですが，冒頭

陳述で前科を記載することについて。もう一つ，最後まで無罪主張していった

ときに量刑資料が出せなかったという点。その二つの実際的な理由があるから，

弁護人側は二分論を主張される。それなりの理由があるものだから，そういう

運用を取り入れる裁判所もあるのだと思います。しかし，色々問題も生じるの

で，二分論的運用は難しいと割り切る考えもあると思います。 

清水：中川先生のおっしゃる通りで，余計な予断情報を罪体の立証の時点で入

れないというのが最大の眼目でしょうから，本当に無罪を争うんだけれども，

有罪に備えて，情状立証することがいいのかどうなのかとか，弁護人としては

大変悩む部分があるところで，それを解消する手続なのかもしれないですね。 

賛否両論あるのだろうと思うのですが，そのような極限的な，無罪主張はする

けども，有罪になった場合に備えて立証しておくというような事件にあっては，

使い道があるのかなとは思っています。 

中川：弁護人サイドから，否定的な意見というのはないのではないですか。 

清水：弁護人の方はどちらかというと二分論にすべきではないかというような

声が強いと思います。 

中川：弁護士会もそのような提言をしているのでしょうか。 

清水：そうですね。 

中川：それで，刑事弁護実務の手引きなどで，今言ったような，あくまでも無

罪主張の場合はもう予備的にでもそういう情状立証すべきでないという方向に

したということはないですか。 
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清水：私が研修所の教官をしていたころは，無罪主張を行う事件については，

主張を弱めることになるから，有罪を前提とする情状立証はすべきではないと

教えていました。 

伊藤：私が修習をした 64 期のときは少なくともそうでした。  

川上：現実問題としまして，例えば河原判事のご経験で，被告人は全面無罪で

あるという主張をして，一切情状立証されなかったという例はございますか。 

河原：ございます。 

川上：それにもかかわらず裁判所が有罪の心証を形成した場合，量刑判断は検

察官の一方的な主張にのっとった証拠で行われることになりますね。被告人の

立場からすると非常に怖い立場に立たされるということになります。しかし，

それも弁護人と協議をしたうえでこの線でいこうとなったのだから，裁判所と

しては，昔であれば職権発動してでもちょっと被告人質問をやるとか，ありえ

ただろうと思いますが，今はそういうことは一切されないのですね。 

河原：そうですね。その事件の裁判員から，どうして情状立証を弁護人はされ

ないのか尋ねられたので，これはたぶん弁護人も被告人とよく相談してこの事

件は無罪主張だけでいこうと決めたのでしょうと。そうすると弁護人の立場と

しては有罪を前提とした情状立証は出来ないのですよと。これは仕方がないの

ですよ，それ以上のことをやっちゃいけないのですよ，と説明しました。我々

法律家は納得できるのですけれども，裁判員からみれば情状立証をすればいい

のにと思うのは素朴な感情なのだろうと私は思います。  

 

５ 判決書について 

川上：最後に判決書についてです。制度が施行されてからしばらくの間は，裁

判員裁判らしい判決とか，いろんなことが言われて，これこそが望ましい判決

ではないかという指摘がされる例もありましたが，昨今また旧来に戻りつつあ

るのではないかという声も聞かれるところです。判決書の在り方についてご苦

労されている点，あるいは実情についてご紹介いただければと思います。 

河原：決定的に違いますのは，裁判員裁判以外の事件では，判決の段階では書

証も公判供述の記録などもすべて手元にあって，それを基に判決書を作成しま

す。しかし，裁判員裁判の場合ですと，公判での供述調書というのは，基本的

にはできていないのです。しかも評議から判決まで，連続的開廷ですので，評
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議終結から判決まで長くても数日ということが多いかと思います。私が経験し

た例でも，無期懲役を言い渡した事件で，陪席から私のところに起案が来たの

は，判決言渡しの前の日の夕方 6 時，それで次の日午前 11 時判決言渡し，とい

うこともございました。裁判員裁判の一つの制度設計からして，結論に至った

ポイントだけを判決書に端的に記載するというのもあるべき姿とは思うのです

が，そうはいっても無期懲役になるような事件というのは，記録をよく読み込

み，判決を書き，その後判決を多少寝かし，さらにまた熟慮した上で宣告すべ

きではないかという感覚が，私のような古い裁判官には残っています。  

下津：川上先生からご指摘があったように，詳細な昔のパターンの判決書に戻

っているんじゃないかという反省があり，判決書の改善を真剣に検討していま

す。量刑に関する司法研究の本22)が刊行され，その中でも指摘されていますが，

今までの量刑の考え方は，実務における量刑相場を前提に公平の観点から落と

しどころを探るというような感じの判断であったといえ，判決書の量刑理由も，

当事者が主張している量刑事情を単に並べただけで終わってしまっていた，と

いう問題点がありました。しかし，現在では，どのようにして主文の刑が導か

れたのか，その過程を分かりやすく説明することが判決書に求められていると

思います。評議の中では，この刑を決めるポイントってどこなのだ，というこ

とを中心に議論を行いますが，そのような考え方は，非裁判員事件についても，

影響を及ぼすようになってきていると思います。 

川上：左陪席裁判官として事件の主任裁判官を務めることが多いと思われます

ので，伊藤裁判官からご苦労されている点や工夫されている点などありました

ら，ご紹介ください。  

伊藤：短い時間で書かないといけないというのはかなり厳しいものがあります。

先ほど河原部長がおっしゃった無期懲役になった事件ですが，あれなどは，訴

因が全部で 41 件もありましたので，証拠や法令をチェックするだけでも大変で

した。 

 量刑については，まさに今司法研究も出たところではあるのですが，例えば，

罪となるべき事実に社会的実体を反映させたのであれば，そこから当然にわか

るようなことは量刑の理由にあえて書く必要はないのではないか，という議論

                                                        
22)

 前掲注 17）24 頁。 



 

裁判員裁判の 3 年間を振り返って 51 

があるというふうに伺っています。ただ，そうはいっても，死刑や無期懲役と

なるような事件であれば，罪となるべき事実に書いてあっても，量刑の理由に

も，「あなたはこれだけのことをやったんでしょう」というところは書かなけれ

ばいけないのかな，というところはあろうかと思います。 

 そして評議で裁判員の方がかなり重視されたようなところ，それが量刑にど

の程度影響したかはともかくとしても，心情的にはかなり重視されているよう

なところをどの程度取り上げればいいのかなというのは，日々悩んでいるとこ

ろではあります。 

中川：判決では，若い裁判官の指導という意味では昔のような判決を書いても

らった方がいいわけですよね。ただ私は個人的には，裁判員裁判は極めて簡潔

な判決でいいということを高裁時代から思っていました。否認事件であっても，

証拠の取捨選択と争点の結論だけ記載されていればいいのではないかという考

えです。 

 それから量刑事情については，日本の量刑は，最終的な判断，おさまりが適

正かを重視しています。そこにはアメリカの量刑ガイドラインのような考え方，

具体的にはこういう事情があるから基準から 10%重くなる，こういう事情があ

るから 20%軽くなるという発想はあまりありません。例えば，自白した，真摯

に反省しているから何%軽くなる，あるいはこういうふうに捜査に協力したから

10%軽くなる，そういうガイドライン的発想はないと思います。しかし，特に刑

が減軽される過程は，ある程度明らかにしていく方が良いと思っています。 

下津：評議のなかでは個々の量刑事情を細かく評価しているというわけではあ

りません。結論に至る過程で一番ポイントになった，評議の中でもここをめぐ

って議論がなされたというところをメインに量刑理由を述べていくという意識

をもっと持つべきだということだと思います。 

太田：アメリカの陪審裁判では，ギルティ，ノットギルティだけの答申しかし

ませんが，それは，原則的に事実誤認を理由とする上訴を許さないというシス

テムによって成り立っていると思います。裁判員裁判では当事者双方に事実誤

認による上訴も許すのですから，先般の最高裁の判例が示したように，原審の

判決が論理則，経験則に照らしてどうかという点で事後審の判断の対象となる

上で，その判断を行うために必要な判決理由が書かれていなければ，上訴を認

めた裁判員制度が陪審制度とは異なることの意味が活かされなくなりますよね。
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そのためにどれくらいの詳しさが本当に適切なのかという問題でしょうね。 

中川：情況証拠による認定というのはなかなかまだ，発展途上にありますから

ね。情況証拠が 10 個あるとすれば，1 個について証拠はこういう採否をして，

これはこういう判断だ，そういうことをずっと箇条書きにしていけば，必ずし

もそれほど長い判決にはならないのではないかと思うのです。 

 

 

Ⅴ 「見て聞いて分かる審理」は実現されているか 

―裁判員のアンケートをどう見るか 

 

川上：見て聞いて分かる審理，これが実現されているか。最高裁の検証報告書

で紹介されている裁判員のアンケートを見ても，かつてに比べると分かりやす

い審理についての評価が下がってきています23)。その原因は何か，どこに問題が

あるのか，改める方策は何か等について，ご紹介ください。 

河原：裁判員裁判開始当初というのは検察当局も，起訴する事件を慎重に絞っ

てきたのではないかと思います。それがやはり 3 年くらいやっていると，そう

はできなくなっていっているということも，原因の一つとしてあるだろうと思

います。あと，一人の被告人が，偶然出会った一人の被害者とささいなことで

けんかとなり，相手を殺害したというような単純な殺人事件一件では，見て聞

いて分かる審理というのは，割に実現しやすいと私は思います。しかし，色々

複雑な経緯を持っている，あるいは，人間関係が何人も出てくる事件になって

きますと，どうしてもわかりにくくなってくると思います。あるいは実体法の

問題としても，日本の刑法は故意だ，共謀だと，かなり主観的なものに重点を

置いておりますから，これを立証するというのは色々な証拠を組み合わせてい

かなければいけないこともあるという問題もあると思います。ただ，実際に裁

判員裁判をやっておりますと，裁判員の評価は基本的にはわかりやすかったで

すと言ってくださることがかなり多いです。最終的なアンケートの結果が 3 年

間で少しずつ否定的なものになっていっているということはありますけれども。

実際に裁判員の方から聞いている感想と，やや齟齬するような感じを私は持っ

                                                        
23)

 最高裁判所・前掲注 3）18-20 頁，前掲注 6）72-75 頁。 



 

裁判員裁判の 3 年間を振り返って 53 

ております。 

伊藤：統計上は確かにネガティブになっているのですが，誰がやっても難しい

事件は難しいのです。端的にいえば，件数が増えてきて，複雑困難な事件も一

定の件数がでて，それは不可避的に難しくなっているから，ネガティブになっ

ているのではないかなという気はしています。わかりやすい審理というところ

であれば，書証，人証の適切な証拠調べの振り分けがメインになると思います。

特に書証について，従前は裁判員裁判であれば全文朗読が原則であるというこ

ともいわれていましたが，争いがない事件，あるいは結論にほとんど影響しな

いと思われる書証などでは，要旨の告知を積極的に活用して，審理においても

メリハリを付けるという工夫をすることは，わかりやすさの観点からも必要な

のかなと考えています。 

下津：最高裁の検証報告書にも書いてありますけれども，自白事件において，

わかりやすさという点の評価が下がっている24)ということが，一番問題なのだろ

うと思います。やはり慣れということで従前のやり方に回帰してしまった面が

あるのかなという気がしております。 

太田：検察官の公判活動のわかりやすさが低迷してきている原因がなんなのだ

ろうか，ということなのですが，一つには証人尋問が下手で，あらかじめ用意

した尋問事項を全部聞かなくちゃいけないと思って，延々とやっているという

ことが原因にあると思います。私が指導するときに，「時間が限られているのだ

から，あらかじめ，絶対に聞かなくちゃならないこと，聞いた方がいいこと，

聞かないなら聞かないでいいけれども，時間があったら聞けばよいということ

を区別しておいて，時間を見ながら，絶対に必要なことは漏らさず聞く，それ

以外は思い切って捨象する，そういうふうな応用力が大切だよ。」ということを

言っていました。そういう辺りがどれだけ向上しているのかどうか。 

 それと，もう一つ前から気になっていたのが，書証であれば要旨の告知はだ

めで，全文朗読が原則だということが，本当に金科玉条なのかと思います。と

いうのは捜査段階で作成された調書が同意になるなら書証を取り調べればよく，

真に必要な場合に証人尋問を行えばいいと思うのです。ただ捜査段階ではまだ

争点がわからないので，後日の公判で結果的には争点とならない部分も含めて

                                                        
24)

 最高裁判所・前掲注 3）18-20 頁，前掲注 6）72-75 頁。 
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延々と調書を取ることが多いのです。それを上手に抄本化できればよいのです

が，抄本化したら文章がつながらなくなったりします。例えばある目撃証人の

調書で，どうして現場に至ることになったのか，という経緯が詳細に記載され

ている場合，公判で，証人がその現場にいたこと自体は問題とならず目撃内容

のみを立証すれば足りるというような場合には，調書に記載された現場に至る

ことになった事情や経緯の部分はさらりと要旨の告知で済まし，目撃状況の部

分のみを，ゆっくりと大きな声で読むということも許されてよいのではないか。

つまり，全文朗読それ自体がドグマのような自己目的ではないのではないかと

前から思っておりました。この点に関して，実際の裁判ではどのような運用が

なされているかということをお聞きしたいのですが。 

河原：争点に即して，検察官が工夫すべきであって，証拠調べの内容を裁判官

や裁判員に対してわかってもらえるかどうかが一番大事だと思っています。た

だ残念なことに，検察官の中には，争点の軽重に関係なく，本当に調書を意味

もなくのんべんだらりと読まれる方も確かにいらっしゃいます。そういう方の

朗読をずっと聞いていると，裁判員がわかりにくいという印象をお持ちになる

ことも仕方がないのかなと思うことはあります。  

太田：そういう時は弁護人とも事前に折衝して，争点と関係のないところは端

折っていいですねと，そういうふうにうまく調整すればいいのではないかと思

います。もちろん裁判所の了解を得て，この部分は要旨の告知で賄わせてくだ

さい，とかそういうところは柔軟にやったらいいのではないかと思うのです。 

川上：公判前整理手続では，書証の取調べの時間も打ち合わせるわけですね。

そうしますと，例えば，これだけ分厚い書証だから，原則は朗読にしても，争

点と直接関係しない部分は要旨の告知で済ませてくださいとか，裁判所から当

事者に言うことはないのですか。 

河原：ただ内容自体を裁判所が見ているわけではありませんので，「これは 20

分くらいかかるのです」といわれると，「いやこれは 15 分でできるはずだ」と

か，そういうことは根拠を持っては言えません。  

川上：そうしますと，書証を請求する検察官なり，書証をご覧になっている弁

護人から，ある程度積極的に進言してもらわないと裁判所は分からないという

ことでしょうか。 

河原：そうですね。やはり難しいと思います。 
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下津：要旨の告知を活用できないかという議論はありますが，やはり裁判官と

裁判員の情報格差といった問題をなかなか克服できないという状況です。 

太田：抄本はありますか。 

下津：抄本はかなりあります。 

太田：マスキングして。 

下津：ええ。 抄本化の作業は大変だということは，太田先生のご指摘の通りな

のですが，同じように要旨の告知も適切にやるための作業というのもまた同じ

ように大変ですので，問題はその辺の兼ね合いなのだろうなと思います。 

川上：見て聞いて分かる審理について，アンケート結果によれば弁護人の評価

には厳しいものがありますが，弁護人の立場からいかがでしょうか。 

清水：それは弁護人の努力を要するところだろうと思います。裁判員にとって，

見て聞いて分かる審理というのを，法曹三者で目指すということは大変良いこ

とですので，弁護人も同じように努力をすべきです。また裁判員にとって，見

て聞いて分かるということは，同じ一般人である被告人にとっても，見て聞い

てよくわかる，そういうふうになるのが理想であると思います。先ほど判決書

の話が出ましたけれども，一方当事者である被告人にとって，その判決書の中

身がちゃんと納得がいくものかどうか，これは単に判決書だけの問題ではあり

ません。審理の過程でどのようなことが議論されて，どのような形をとって，

自分の事件がどういう角度からみられ，その結論がどうなったのかということ

を，きっちり確認する権利が被告人にもあるのであって，審理がきっちり充実

されて，被告人にも納得いく形で行われていれば，何もあえて判決書を詳しく

する必要はなくなるのかなと思います。被告人から見ても，わかりやすく行な

われた審理過程を経て下された判決に感銘力があって，最終的には被告人の更

生に資するというのが弁護人にとっても理想の手続だと思っています。 

 

 

Ⅵ 上訴審の動向 

 

川上：裁判員裁判の判決書が，旧来型に戻りつつあるのではないかということ

が先ほど話題になったところです。しかし一方で，裁判官の立場からすると，

上訴審が控えていますから，上訴審の審理に耐えられる認定・判断・説示をし



 

56 Law&Practice No.7（2013） 

なければならないという意識もあるのかもわかりません。そこで，上訴審の側

から，ご経験を踏まえて，中川先生お願いします。 

中川：今，川上先生がおっしゃった点については，一定の詳しさがある判決で

なければ困るという裁判官も，私が高裁にいるときはおられました。私は少数

説かもしれないけれども，別にその判決の書き方が悪いから破棄するわけでは

なくて，証拠を検討して，結論が悪いから破棄するわけです。したがって，そ

れほど詳しく書いてなくてもいいというのが個人的な考えです。ところで，控

訴理由のうち，「事実誤認」については平成 24 年の最高裁の判決25)が出ましたか

ら ，論理則・経験則等に照らして不合理であるということを具体的に指摘でき

なければならないという，それなりの基準は示されたわけです。特に裁判員裁

判では，論理則・経験則等に違反する不合理なものでない限り，許容範囲内と

すべきであるとの姿勢が示されたわけです26)。しかし，有罪，無罪の結論が分か

れるケースでは，先ほどの論理則・経験則等違反の基準，さらには合理的な疑

いを超える証明に関して，高裁の裁判官も悩む場面はあると思います。 

これについては，最近，アメリカの連邦の最高裁の判決27)がいくつか出まして，

この合理的な疑いを超える証明ということがアメリカでも結構問題になってい

ます。前者の判決の事案は，州の陪審で，突然死なのか，揺り動かして（暴行）

死んだのかという，認定が問題になった事件です。小さな赤ちゃんが死に，そ

ばで寝ていた祖母が長期が終身の不定期刑に処せられたという事件ですが，こ

れは陪審で有罪になりました。人身保護令状事件で，連邦の高裁の裁判官は非

常に悩んだようでして，合理的な疑いを超えた証明がなされたとはいえないと

しました。連邦の最高裁は，法律上の問題は省略しますが，連邦で州の判断を

変更できるのは非常に限られた場合だから高裁の判断は誤っているとしました。

アメリカの陪審制度の下では，上訴審はあまり悩むことはないのかなと私は思

っていたのですけれども，そうではなくて，やはり洋の東西を問わず，上訴審

の裁判官は有罪か無罪かについて相当に悩む場面はあるということです。だか

ら，24 年の判決で指針は示されているけれども，論理則・経験則等違反の基準

はどうなのか，あるいは合理的な疑いを超える証明とはどのようなものか，そ

                                                        
25)

 最判平成 24 年 2 月 13 日刑集 66 巻 4 号 482 頁。 
26)

 前掲注 25）白木勇裁判官補足意見。 
27)

 Cavazos v. Smith,132S.Ct.2 (2011), Coleman v. Johnson,132S.Ct.2060 (2012). 
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の適用は裁判官に課された永遠の課題なのかなと思います。 

控訴理由のうち，「量刑不当」の方は，やはり裁判員裁判の判断尊重という基

本はあるでしょうから，以前より大きな幅でもって許容しているのだろうと思

います。最近では裁判員裁判の量刑もかなり落ち着いてきているような感じも

しますから，そうするとそういうのを前提に許容範囲が狭まっていくかどうか

という問題があるかと思います。もう一つは，原判決後の情状による 2 項破棄

の事件ですね。これは従来の裁判官裁判と同様に一定数あるという状況ではな

いかと思います。 

川上：統計的に見ますと，裁判員裁判で言い渡された判決に対する検察官控訴

がずいぶん減っているようですが，検察庁ではお考えがあってのことでしょう

か。 

太田：はい。それは制度開始の時に，最高検が裁判員裁判における検察の在り

方について基本的に第一審の尊重という方針を示しています。これによって，

これはいくらなんでも一審で確定させるわけにはいかない，と検察が判断する

ような事案に限定されて控訴がなされていると思います。そして先般，裁判員

裁判における控訴審の在り方についての最高裁判例28)が出ましたから，この流れ

は変わらないのではないでしょうか。 

川上：弁護人の立場からはいかがでしょう。 

清水：裁判員の出した量刑を尊重するという傾向は，よろしいのではないかと

思います。ただ被告人としては，やはり有罪判決を受けて刑務所に行けといわ

れると，権利として控訴権というものがあるのだよと言えば，皆さん控訴しま

す。そうした被告人の方が納得のいくまで審理していただくことのできる制度

になっているというのが，良い点なのではないかと思います。 

 

 

Ⅶ おわりに―裁判員裁判の展望を語る 

 

川上：最後に，裁判員裁判の展望を語るということで，ご議論いただいたこと

を踏まえて制度の展望あるいは課題等について，一言ずつお話しをいただけれ

                                                        
28)

 前掲注 25）。 
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ばと思います。 

中川：先ほど伺ったように乙号証とか 2 号書面とかがあまり出なくなったとい

うことからすると，私は裁判員裁判というものが，捜査，検察のいろんな在り

方にまだこれから影響を及ぼすことがあるのかなという気がします。一つの論

点としては，例えば検察が大事をとって認定落ちの起訴をされる場合がありま

す。下津先生の法廷を傍聴した際に，この事件の実態は強盗殺人であることが

強く疑われ，強盗殺人で起訴できたのではないかという事件を最初から殺人と

窃盗で起訴するというものがありました。あるいは，最近新聞で読んだ事件で

も，殺人罪で逮捕したけれども，どうも殺意の自白が取れず傷害致死で起訴す

るという事件もありました。認定落ちの起訴でも相応の量刑がなされるのであ

ろうとの判断があるかもしれませんが，そういう場合でも情況証拠で犯罪の主

観的要素を認定できるという可能性が高い場合には，事案によっては，裁判員

裁判の判断を受けた方がよいのではないか，その事案の折角の重要な争点を，

最初から検察が奪ってしまっているのではないかと思いました。検察官の判断

としてはそういう無難な起訴があるのかもしれませんが，裁判員を交えた健全

な常識に従った判断を，情況証拠によって行うというところにも，検察庁はこ

れからもっと積極的に考えていただくとよいのではないかなと思います。もち

ろんそれぞれの事案ごとの判断だと思いますが。 

太田：いま，中川先生がおっしゃったことは，私は以前から問題意識にありま

した。少なくとも私が現役の当時は，裁判員裁判を避けるためにあえて縮小認

定的に非対象事件の訴因で起訴するということをしたことは全くありませんで

した。現在そのような事案が本当にあるのか，どの程度あるのかについて私は

よく承知していません。私の個人的な意見ですけれども，検察官は自分が裁判

官，最終判断者のような立場で検察権を行使する必要はないと思っています。

しかし，犯人性については妥協できません。起訴というものが被告人に与える

多大の負担，また，検察官の矜持としても，犯人性について検察官も疑義を抱

いている場合に，大方犯人であることは間違いないだろうから，無罪になる可

能性もあるが起訴して司法判断を受けようということは検察全体としてもして

いないと思います。もちろん神ならぬ身の捜査官ですから，消極証拠の見落と

し，証拠に対する評価判断の甘さなどから，時として犯人性が裁判で否定され

て無罪となり，深刻な反省を迫られることもあるのですが，あくまで起訴段階
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においては検察官として犯人性についての確信がなければ起訴していないのが

実情です。しかし私は，これとはやや違って，主に評価にかかわる問題，例え

ば，正当防衛の成否，過失の成否，犯人性は間違いないが殺意の認定，責任能

力の判断などについては，およそ証拠上無理という場合は許されませんが，検

察官の評価・判断に無理がなく合理性も認められる場合には，結論は司法判断

に委ねて起訴をし，結果的に縮小認定や無罪判決等がなされることになったと

しても検察はそれを恥じる必要はないと思っています。検察が無謬主義に陥り，

検察官が起訴した以上その主張は 100%認められなければならないような気分

になって妙に委縮してしまうという発想は捨てるべきだと思います。まして裁

判員裁判を避けるためにあえて安易な起訴をするというのは，被害者との関係

でもよくないと思います。このような考え方を，おそらく多くの検察官は持っ

ているのではないかと推測しています。 

もう一点，現在制度の見直しの議論がなされていますが，私が以前から気に

なっているのが，日本は除外決定の要件が非常に厳しすぎるように思うことで

す。これまで除外決定がなされたのは 2 件くらいですか。韓国の司法参加制度

では，基本的に裁判所が対象事件とするか裁量権があるため，司法参加による

裁判の実施率が低すぎるようですが，日本は，裁量の余地が極めて乏しいと思

います。裁判員制度の意義を損なうことにならないよう配慮しつつ，国民に与

える負担その他の諸事情を考慮し，もう少しフレキシブルな除外の理由につい

て検討がなされればよいのではないかと感じています。 

清水：裁判員裁判の対象事件をどうするかということについては色々な考え方

があると思いますが，基本的には選択の余地があるという制度がよろしいので

はないかと私は思います。被告人の立場からすると，対象事件の範囲を広げる

という方向は，安易に裁判員の事件にされて起訴されるということで不利益に

なるという場面もあるかもしれませんけれども，全体としては対象を広げてい

くという方向で良いのではないかと個人的には思っています。 

川上：一点質問なのですが，被告人は，非裁判員裁判，要するに裁判官裁判で

真実を明らかにしてほしいという気持ちでいるのか，あるいは裁判員裁判でい

いよという気持ちでいるのか，その辺りを直接お聞きになったことはございま

すか。 

清水：どうでしょうね。私は昔被疑者・被告人となった経験を持つ方々などと
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も付き合いがありますから，むしろ昔の裁判官裁判の方がよいのではないかと

いう意見の方も多いのではないですかね。特に性犯罪の被告人など，性犯罪に

ついては被害者もそうですけれども，ああいう形で裁かれるのがよいのかどう

か，それは検討の余地があると思います。 

川上：ありがとうございます。では，下津先生いかがでしょうか。 

下津：先ほども申し上げた通り裁判員の皆さんに非常に積極的に参加していた

だいていて，こちらも非常に勉強になっています。この制度を日本の社会に着

実に定着をさせていかないといけない，そういう責任を負っていると思って，

日々事件に取り組んでいます。概ね肯定的な評価をいただいているところです

ので，この評価が落ちぬよう頑張っていきたいと思います。 

河原：日々の事件処理に色々追われておりまして，制度全体のことについて考

える機会があまりありませんでしたけれども，今日こういう企画にお呼びいた

だきまして，色々な貴重なお話を伺いまして大変勉強になりました。ここで得

た色々な指摘などを基にして，また裁判員裁判に臨んでいきたいと思います。  

伊藤：私はまだ裁判官 2 年目に入ったところですので，今後は，民事等もやっ

ていって裁判全体に関与していくという立場です。今後，裁判員制度という今

までになかったものが入った裁判所では，刑事だけではなく，民事，家事など

の他の事件についても国民から信頼される裁判所という視点を持たなければな

らないと思います。私も，今後，刑事以外の事件も含め，様々な場で仕事をす

るときに裁判員裁判を経験し，裁判員があることが当たり前となった世代とし

てどういうふうな裁判の在り方が望ましいのか，といったことを考えるきっか

けになったと思います。大きな話になりますが，司法制度全体として，良い裁

判が実現できるように頑張っていきたいと考えているところです。 

川上：本日は長時間にわたりご議論いただきましてありがとうございました。

最後に私の方から若干述べさせていただきます。当事者主義，あるいは当事者

追行主義の徹底，公判中心主義，これらは刑事訴訟の大原則で当たり前のこと

なのですね。ところが当たり前のことが従来必ずしも行われていなかったこと

を，裁判員制度が気付かせてくれた。そういう意味で，裁判員裁判は単なる司

法制度ではなくて，社会制度といいましょうか，日本の司法文化のカンフル剤

になったといえると思います。従来の裁判では裁判所が相当程度当事者をフォ

ローすることが可能であったし，実際，相当程度職権を発動していました。し
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かし，裁判員制度の下では原則として許されない。当事者は自分がやった行為

に見合う反応しか裁判所から得ることはできない。 

そしてもう一点ですが，非対象事件がどうも脇に置かれているのが実情の様

ですね。これは大いに問題ではないかと考えております。以前中川先生ともお

話ししたことがあるのですが，裁判員裁判には検察官が複数共同立会されてい

る。ところが非対象事件では，検察官が 1 人，しかも新任検察官と思われる人

が，たどたどしくやっている。新しい制度を動かして行くために力を入れてい

ただくのは当然ですが，そうはいっても，非対象事件を置いてきぼりにしてい

いのだろうか。圧倒的に多数の事件は非対象事件です。刑事訴訟法の基本的な

枠組みは変わっておりません。そうだとすると，置いてきぼりにされつつある

非対象事件も，本来的には裁判員裁判と同じ土俵に上げる必要があるのではな

いか。研究者の一端として大学から見ておりますとその辺りが気になるところ

です。


